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大雪山国立公園管理運営計画 新旧対照表 

改正案 現 行 

大雪山国立公園管理運営計画書 

令和５年○月 

北海道地方環境事務所 

大雪山国立公園管理計画書 

平成 19年６月 

北海道地方環境事務所 

１．管理運営計画作成の経緯 （略） 

２．大雪山国立公園の概況 （略） 

３．ビジョン （略） 

４．管理運営方針 （略） 

５．風致景観及び自然環境の保全に関する事項 （略） 

６．適正な公園利用の推進に関する事項 （略） 

 

１ 大雪山国立公園の概況 （略） 

 

２ 管理の基本方針 （略） 

３ 風致景観及び自然環境の保全に関する事項 （略） 

４ 適正な公園利用の推進に関する事項 （略） 

７．公園事業及び行為許可等の取扱いに関する事項 

（削除） 

 

（１）公園事業取扱方針 

事業決定の内容及び「国立公園事業取扱要領」（令和４年４月１日付

け環自国発第 22040111 号）によるほか、下記の取扱方針によるものと

する（一部重複して記載している事項を含む。）。 

 

１）共通事項 

本管理運営計画内において別途地区ごとに個別に取扱方針を定めて

いる場合においては、個別の定めに従うこととする。なお、本取扱方針

で工法を限定しているものについて、本管理運営計画策定時以降に開発

された新工法については、この取扱に関わらずその時点で個別に検討す

るものとする。 

 

項 目 取 扱 方 針 

１．公園事業施

設の基本的要

件 

＜審査基準＞ 

① 不特定の国民一般に供される施設とする（予約の受

付け又は料金の設定等に関して、会員制等により特

定の者を優遇してはならない。）ただし、分譲型ホテ

ル等については「宿舎に関する国立公園事業に係る

分譲型ホテル等の取扱いについて」（令和４年４月

１日付け環自国発第 22040112号）による。 

＜指導方針・管理方針等＞ 

①国立公園の利用者に対し、各地域の特性に応じた良

好なサービスを提供すること。 

② 国立公園の指定目的（自然とのふれあいや自然の中

での休養）にできるだけ沿うような施設形態及び施

設内容とすること。 

③ 良好な自然環境内に立地していることを念頭に置

き、利用者に周囲の自然景観や環境を十分に楽しま

せるよう努めること。 

④ 施設の形態、デザイン、色彩及び材料自体が周囲の

風致景観の維持に支障のないよう配慮すること。 

⑤ 管理運営にあたっては、周囲の風致景観の維持に支

障のないよう、日常的に敷地内の清掃・整頓等を実

施するとともに老朽化して危険又は不要な工作物

を撤去するなど、十分に配慮すること。 

⑥ 施設に表示する文言については、多言語表記を検討

すること。 

２．施設の位置  

 等 

＜指導方針・管理方針等＞ 

①敷地の選定の際には、施設設置後に周囲の風致景

観や自然環境が大幅に変化しないことを基本とす

る。 

②敷地内に地上工作物を新設する場合は、大きな樹

木、転石、河川、池沼、湿地等当該地域の環境の

特徴となる自然物を極力残置するような配置とす

る。 

５ 公園事業及び行為許可の取扱に関する事項 

（１）許可、届出等取扱方針 （略） 

 

（２）公園事業取扱方針 

事業決定の内容及び「国立公園事業取扱要領」（平成 17 年 10 月 1 日

付け環自国発第 051001001号）第 10 の規定によるほか、下記の取扱方

針によるものとする（一部重複して記載している事項を含む。）。 

 

ア 共通事項 

本管理計画内において別途地区ごとに個別に取扱方針を定めている

場合においては、個別の定めに従うこととする。なお、本取扱方針で工

法を限定しているものについて、本管理計画策定時以降開発された新工

法については、この取扱に関わらずその時点で個別に検討するものとす

る。 

 

項 目 取 扱 方 針 

１公園事業施設

の基本的要件 

① 不特定の国民一般に供される施設であること。（予

約の受付け又は料金の設定等に関して、会員制等に

より特定の者を優遇してはならない。） 

② 国立公園の利用者に対し、各地域の特性に応じた良

好なサービスを提供すること。 

③国立公園の指定目的（自然とのふれあいや自然の中

での休養）にできるだけ沿うような施設形態及び施

設内容とすること。（都市的な施設形態や施設内容

は好ましくない。） 

④良好な自然環境内に立地していることを念頭に置

き、利用者に周囲の自然景観や環境を十分に楽しま

せるよう努めること。 

⑤施設の形態、デザイン、色彩及び材料自体が周囲の

風致景観や自然環境を害することのないよう配慮

すること。 

⑥周囲の風致景観や自然環境を害さないよう、日常的

に敷地内の清掃・整頓等を実施するとともに老朽化

して危険又は不要な工作物の撤去するなど、管理運

営には特別の配慮を払うこと。 

 

 

 

 

２施設の位置等 

 

 

①敷地の選定の際には、施設設置後に周囲の風致景観

や自然環境が大幅に変化しないことを基本とする。 

②敷地内に地上工作物を新設する場合は、大きな樹木、転

石、河川、池沼、湿地等当該地域の環境の特徴となる自

然物を極力残置するような配置とする。 

③道路沿いに建築物が連坦する場合には、原則として壁
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③道路沿いに建築物が連坦する場合には、原則とし

て壁面線を揃えるものとする。ただし、地区の雰

囲気作りのため、あるいは樹木の保護のため等の

理由で意識的に揃えない場合はこの限りでない。 

④勾配 30パーセント以上の急傾斜地については、原

則として残置する。ただし、大規模建築物やトン

ネル抗口付近の附帯施設の場合で、これを避ける

ことができず、かつ、土地の保全上問題が生じな

い場合はこの限りでない。 

⑤敷地内の建築物、駐車場等の施設以外の部分は、

原則としてすべて緑地として管理育成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．建物のデザ

イン等 

＜審査基準＞ 

①高さ及び建築面積 

必要最小限の規模とする。 

②建築物の形態 

特に大規模な建築物の場合、一つの壁面の面積が

過大となることで公園利用者に、風致景観上視覚的

圧迫感を与えないよう、建築物の形態に変化をもた

せて、一つ一つの壁面の面積が小さくなるようにす

る。又は色彩及び材料に変化をもたせて、付属物や

壁面の構造又は色等によって壁面の分断を図る。 

 

 

③屋根の形態 

陸屋根を避け、切妻、寄棟、入母屋及び腰折等の

傾斜屋根（片流れを除く。）とする。勾配は 10分の

２以上とする。ただし、大規模な、あるいは高層の

建築物であって、傾斜屋根とすることでかえって建

築物の形態が不自然となってしまう場合や、規模が

大きくなりすぎてかえって景観に支障が生じる場

合にあっては、構造的には陸屋根でもやむを得ない

ものとするが、その場合は、傾斜パラペット等の擬

似的な屋根を設置することによって、周囲の景観と

の調和を図る。 

また、建築物が稠密な地区において、屋根からの

落雪が危険となる可能性が高い場合にあっては、通

常の傾斜屋根だけでなく、その形態に工夫を凝ら

し、傾斜屋根による景観調和と落雪に対する安全性

を同時に確保するような形態とする。 

また、水平投影面積 10 ㎡以下程度の小規模な建

築物であって、切妻等とすることがかえって不自然

となる場合は、片流れとする。 

 

 

 

④屋根の色彩 

焦げ茶色系統とする。ただし、自然材料またはこ

れに準じた材料を使用する場合は、素材色とする。 

⑤壁面の材料 

自然材料（木材、石材）を使用する。ただし、全

面使用できない大規模な、あるいは高層の建築物等

であって、木材による付柱や石材の張り付けを行う

場合は、この限りでない。 

⑥壁面の色彩 

壁面に木材を使用する場合は、木材の素材色とす

る。木材に塗装する場合は、茶色系統に限る。 

壁面に石材を使用する場合は、素材色のままとす

る。煉瓦を使用する場合は、煉瓦の素材色とする。 

自然材料を模した材料（人造石、煉瓦タイル）を

使用する場合で、その色彩が自然材料の色彩に近い

場合は、素材色とする。 

塗料により壁面を塗装する場合は、蛍光色でない

面線を揃えるものとする。ただし、地区の雰囲気作り

のため、あるいは樹木の保護のため等の理由で意識

的に行わない場合はこの限りでない。 

④勾配30パーセント以上の急傾斜地については、原則と

して残置する。ただし、大規模建築物の場合で、これ

を避けることができず、かつ、土地の保全上問題が生

じない場合はこの限りでない。 

⑤敷地内の建築物、駐車場等の施設以外の部分は、原

則としてすべて緑地として管理育成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

３建物のデザイ

ン等 

①高さ及び建築面積 

必要最小限の規模とする。 

②建築物の形態 

特に大規模な建築物の場合、一つの壁面の面積が

過大となることで公園利用者に、風致景観上視覚的

圧迫感を与えないよう、建築物の形態に変化をもた

せて、一つ一つの壁面の面積が小さくなるよう工夫

する。又は色彩及び材料に変化をもたせて、付属物

や壁面の構造又は色等によって壁面の分断を図る。 

③屋根の形態 

陸屋根を避け、切妻、寄棟、入母屋及び腰折等の傾

斜屋根（片流れを除く。）とする。勾配は 10分の２以

上とする。ただし、大規模な、あるいは高層の建築物

であって、傾斜屋根とすることでかえって建築物の形

態が不自然となってしまう場合や、規模が大きくなり

すぎてかえって景観を害してしまう場合にあっては、

構造的には陸屋根でもやむを得ないものとするが、そ

の場合は、傾斜パラペット等の擬似的な屋根を設置す

ることによって、周囲の景観との調和を図る。 

また、建築物が稠密な地区において、屋根からの落

雪が危険となる可能性が高い場合にあっては、通常の

傾斜屋根だけでなく、その形態に工夫を凝らし、傾斜

屋根による景観調和及び落雪に対する安全性を同時

に確保するような形態とする。 

また、10㎡以下程度の小規模な建築物であって、切

妻等とすることがかえって不自然となる場合は、片

流れを許容する。 

④屋根の色彩 

焦げ茶色を標準とする。ただし、自然材料またはこ

れに準じた材料を使用する場合は、この限りでない。 

⑤壁面の材料 

原則として自然材料（木材、石材）を使用する。全

面使用ができない場合は、デザインとして木材による

付柱や石材の張り付けを検討する。 

⑥壁面の色彩 

壁面に木材を使用する場合は、木材の素材色を許容

する。木材に塗装する場合は、茶色系統に限る。 

壁面に石材を使用する場合は、素材色のままとす

る。 

煉瓦を使用する場合は、煉瓦の素材色を許容する。 

自然材料を模した材料（人造石、煉瓦タイル）を使
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白色（ただし、大規模建築物にあっては、原則とし

て全面的に使用しない。）、淡い茶色、淡いクリーム

色及び淡い灰色を標準とし、屋根の色彩との調和、

同一建築物の他の壁面や材料の色彩との調和、及び

周囲の環境色との調和を考慮して決定する。 

 

 

 

 

 

⑦車庫、倉庫及び従業員寮等附帯建築物 

原則として主たる建築物に包含し、別棟としない

こととする。やむを得ず別棟とする場合は、そのデ

ザインは、①～⑥と同様に取り扱う。 

 

⑧野生鳥類の衝突防止 

大面積のガラス面を壁面に設置する場合は、野鳥

の衝突を防ぐような処置（バードセーバー、カーテ

ン、傾斜窓、無反射ガラス等）を講ずる。なお、設

置に当たっては、個別に調整を図るものとする。 

（注）バードセーバー：野鳥がガラス面に衝突するの

を防止するため、ガラス面に貼付する猛禽類等を模し

たシール。 

 

 

 

４．道路 

（１）車道 

 

＜審査基準＞ 

①線形改良 

自然環境の優れた地域内での線形改良について

は、安全性を確保した上で、極力周囲の自然環境を

保全するため、橋梁やトンネルの設置など必要な措

置をとる。 

②残土処理 

残土は、国立公園外に搬出する。ただし、本国立

公園内において許可等を得て行われる他の工事に

流用する場合にあっては、この限りでない。 

③コンクリート構造物の表面処理 

トンネル、スノーシェッド及びロックシェッドの

出入口のコンクリートの露出部については、石張り

にするか、顔料混入等によりコンクリートの明度を

下げ、石を模した仕上げとする等の措置をとる。 

④法面 

新設する法面の高さは 20メートル以下に抑える。

ただし、他に適当な工法がない等の理由により短い

区間でこれを超えることについては別途調整を図

る。なお、周囲が二次植生であり、風致景観上、又

は動物の生息等の点で特に問題がなく、工作物の撤

去後容易に森林に復元可能な範囲と考えられる場

合は、この限りではない。 

⑤法面の緑化 

法面は早期に緑化することとし、原則として、周

囲の森林の構成要素による森林化を図る。 

⑥法面構造物 

地形が全体に急峻で法面を構造物で抑える必要

がある場合は、地形、地質条件及び気象条件等の条

件を踏まえ、モルタル吹き付けは行わず、風致景観

を保全するための一定の措置がとられた工法を選

定する。 

⑦落石防止網 

落石防止網を使用する場合、網の色彩は、光沢の 

ない灰色、焦げ茶色等、地肌の色彩を勘案し、目

立たない色彩のものとする。 

⑧擁壁等構造物 

周囲が良好な風致を維持している自然林である

場合又は景観保全上重要な箇所である場合、若しく

は動物の生息地として重要な箇所である場合は、法

用する場合で、その色彩が自然材料の色彩に近い場合

は、素材色を許容する。 

塗料により壁面を塗装する場合は、蛍光色でない白

色（ただし、大規模建築物にあって、全面的に使用す

るのは好ましくない。）、淡い茶色、淡いクリーム色及

び淡い灰色を標準とし、屋根の色彩との調和同一建築

物の他の壁面や材料の色彩との調和、及び周囲の環境

色との調和を考慮して決定する。 

⑦ 車庫、倉庫及び従業員寮等附帯建築物 

極力主たる建築物に包含し、別棟としないこととす

る。やむを得ず別棟とする場合は、そのデザインは、

①～⑥と同様に取り扱う。 

⑧ 野生鳥類への配慮 

大面積のガラス面を壁面に設置する場合は、野鳥の

衝突を防ぐような処置（バードセーバー、カーテン、

傾斜窓、無反射ガラス等）を講ずる。なお、設置に当

たっては、個別に調整を図るものとする。 

（注）バードセーバー：野鳥がガラス面に衝突するの

を防止するため、ガラス面に貼付する猛禽類等を模し

たシール。 

 

 

４道路  

(1)車道 ①基本的考え方 

道路（車道）事業については、道路交通の安全性を確

保するとともに、公園利用車道であることに鑑み、附帯

施設としての駐車場、解説看板、ゴミ箱等管理施設の適

切な整備及び道路からの景観の保全に留意する。 

②線形改良 

自然環境の優れた地域内での線形改良については、安

全性を確保した上で、極力周囲の自然環境を保全するた

め、橋梁やトンネルの設置など可能な措置をとる。 

③冬期交通の安全確保 

冬期にも通行させる道路にあっては、スノーシェッ

ド、スノーポール等必要な安全施設の設置を認める。 

④残土処理 

原則として公園区域外に搬出処理する。ただし、公園

内に自然公園法上認められた処理場があり、適切に処理

できる場合はこの限りでない。 

⑤コンクリート構造物の表面処理 

トンネル、スノーシェッド及びロックシェッドの

出入口のコンクリートの露出部については、石張り

にするか、顔料混入等によりコンクリートの明度を

下げ、石を模した仕上げとする等の配慮をする。 

⑥ 法面 

新設する法面の高さは最大でも 20 メートル以下

程度に抑える。ただし、他に適当な工法がない等の

理由により短い区間でこれを超えることについて

は別途調整を図る。なお、周囲が二次植生であり、

風致景観上、若しくは動物の生息等の点で特に問題

がなく、容易に森林に復元可能な範囲内を考えられ

る場合は、この限りではない。 

⑦ 法面の緑化 

法面は早期に緑化することとし、可能な限り周囲

の森林の構成要素による森林化を図る。 

⑧ 法面構造物 

地形が全体に急峻で法面を構造物で抑える必要

がある場合は、軽量法枠工を使用する。さらに急勾

配で軽量法枠工を使用できない場合はフリーフレ

ームを採用する。モルタル吹き付けは行わない。 
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面を造成せず、擁壁等の構造物を使用して周囲の自

然環境を保全する。 

擁壁等構造物のうち公園利用施設から望見され

るブロック積み又はコンクリート構造物について

は、表面に自然石を使用するか、自然石に模した仕

上げとする。 

落石防止柵の柵部分は、焦げ茶色に塗装する。 

⑨附帯施設 

側溝の断面の高さや幅は必要最小限とし、素掘り

側溝が好ましいが、コンクリート側溝の場合は、皿

型等の小動物の移動の阻害とならないものを積極

的に導入する。トラフ型側溝の場合は、蓋を設置す

る。 

標識は安全確保のための注意標識、分岐点での誘

導標識等必要最小限とし、その形態等の詳細につい

ては、７.（２）.１）の「５広告物等の掲出設置又

は表示」(P■：ページ確定後記入)の項に準じて取り

扱う。 

安全柵を設置する場合は、自然石を使用した車止

め形式のものが最も良いが、ガードケーブル又はガ

ードレールでも可とする。ガードケーブルを使用す

る場合は、支柱の色彩は亜鉛メッキ仕上げか、利用

施設から望見される場合は焦げ茶色に塗装する等

周囲の景観を著しく損なわないようにする。ガード

レールを使用する場合は、利用施設から望見される

場合は外側及び支柱を焦げ茶色に塗装する。 

⑩照明 

道路照明の光色については、白色及び黄色系の

ものとする。 

 

＜指導方針・管理方針等＞ 

①基本的考え方 

道路（車道）事業については、道路交通の安全性

を確保するとともに、公園利用車道であることに鑑

み、附帯施設としての駐車場などの適切な整備及び

道路からの景観の保全を図る。 

②特に風致景観の保護の必要性が高い地区 

特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地

区（資料５のとおり）、各集団施設地区内及び特別保

護地区においては、スノーポール（固定式視線誘導

標）の林立が道路からの良好な景観を阻害しないよ

う道路管理者と今後の取扱いについて協議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 落石防止網 

落石防止網を使用する場合、網の色彩は、光沢の

ない灰色、焦げ茶色等、地肌の色彩を勘案し、目立

たない色彩のものとする。 

⑩ 擁壁等構造物 

周囲が良好な風致を維持している自然林である

場合又は景観保全上重要な箇所である場合、若しく

は動物の生息地として重要な箇所である場合は、極

力法面を造成せず、擁壁等の構造物を使用して周囲

の自然環境を保全する。 

落石防止柵の柵部分は、焦げ茶色に塗装する。 

⑪ 附帯施設 

側溝の断面は必要最小限とし、素掘り側溝が好ま

しいが、コンクリート側溝の場合は、皿型等の小動

物横断の阻害とならないものを検討する。トラフ型

側溝の場合は、蓋を設置する。 

標識は安全確保のための注意標識、分岐点での誘

導標識等必要最小限とし、その形態等の詳細につい

ては、「５広告物の掲出又は表示」(P32)の項に準じ

て取り扱う。 

安全柵を設置する場合は、自然石を使用した車止

め形式のものが最も良いが、ガードケーブル又はガ

ードレールでも可とする。ガードケーブルを使用す

る場合は、支柱の色彩は亜鉛メッキ仕上げか、利用

施設から望見される場合は焦げ茶色に塗装する等

周囲の景観を著しく損なわないよう留意する。ガー

ドレールを使用する場合は、利用施設から望見され

る場合は外側及び支柱を焦げ茶色に塗装する。 

⑫ 特に風致景観の保護の必要性が高い地区 

特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地

区（区域は別掲図１～４のとおり）、各集団施設地区

内及び特別保護地区においては、スノーポール（固

定式視線誘導標）の林立が道路からの良好な景観を

阻害しないよう道路管理者と今後の取扱いについ

て協議する。 

⑬照明 

道路照明の光色については、白色及び黄色系のも

のとする。 
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（２）歩道 

 

＜審査基準＞ 

①幅員 

山岳地域の登山道は、歩行の用に供する幅を原則

として 1.5メートル以内とする（待避箇所、休憩箇

所等を設ける場合を除く）。利用拠点周辺の探勝歩

道については 1.5メートルを原則とし、利用者の数

に応じて 2.5メートル程度までの幅員とする。 

＜指導方針・管理方針等＞ 

①基本的考え方 

「大雪山国立公園登山道管理水準」（平成 27年６

月、北海道地方環境事務所）で定められた利用体験

ランク（大雪山グレード）に応じた整備、補修及び

維持管理を図る。 

歩道の整備、補修及び維持管理は、「大雪山国立公

園における登山道技術指針」（平成 28年３月、北海

道地方環境事務所）に基づいて実施する。 

また、歩道附帯のトイレについて、必要に応じて

管理手法等と併せて整備を検討する。 

②整備 

整備に当たっては、原則として立木の伐採を行わ

ないこととし、湿原や湿性高山植物群落において整

備を行う場合には、自然環境の特性や利用状況を踏

まえ木道を設置すること等により自然環境の保全

を図る。 

③標識類 

関係機関と調整を図り、必要最小限の標識、誘導

標識、案内看板及び自然解説板を設置し、遭難防止

や利用者の利便等を図る。 

誘導標識、案内看板に地図を表示する場合は、大

雪山グレードを明示する。 

 

＜指導方針・管理方針等＞ 

歩道として管理する区域については、高山植物の

保護及び侵食防止対策等の実施を踏まえて路線又は

区間毎に決定する。枝払い、下草刈り等は、歩道と

して管理する区域の範囲内で実施する。高山帯の登

山道の管理者は、洗掘の発生を監視し、周囲の自然

環境に影響を与えないようロープ張りや補修を行う

等、適切な措置を講ずる。 

 

５．園地 ＜審査基準＞ 

施設の整備にあたっては、自然材料を用いることと

する（修景を含む。）。ただし、積雪等による湿潤環境

その他厳しい気象条件下にあり、施設の耐久性、安全

性、性能の維持を図るため特に必要な場合は、耐久性

の高い人工材料を用いるものとする（ただし、自然景

観に配慮した色彩、形状のものに限る。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)歩道 ① 基本的考え方 

道路（歩道）事業については、歩行者の安全確保に

配慮するとともに、洗掘により周囲の自然環境に悪影

響を与えないよう設計する。 

特に登山道については、全体の利用状況、整備状況

等を調査し、 平成 17年度に策定した「大雪山国立公

園登山道管理水準」を踏まえ、計画的な整備を検討し

ていく。また、歩道附帯のトイレについて、必要に応

じて管理手法等と併せて整備を検討する。 

②整備 

整備に当たっては、原則として立木の伐採を行わ

ないこととし、湿原や湿性高山植物群落において整

備を行う場合には、自然環境の特性や利用状況を踏

まえ木道を設置すること等により自然環境の保全を

図る。 

③標識類 

関係機関と調整を図り、必要最小限の標識、誘導標

識、案内看板及び自然解説板を設置し、遭難防止や利

用者の利便等を図る。 

④幅員 

山岳地域の登山道は原則として１メートル程度と

する。利用拠点周辺の探勝歩道については 1.5メート

ルを原則とし、利用者の数に応じて 2.5メートル程度

までの幅員を許容する。 

⑤管理 

歩道幅員の範囲内で枝払い、下草刈り等を実施す

る。高山帯登山道の管理者は洗掘の発生を監視し、周

囲の自然環境へ影響を与えないよう適切な措置を講

ずる。 

 

 

（新設） 

 

（新設） 
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６．附帯施設 

（建築物を除

く。） 

＜審査基準＞ 

①駐車場 

原則として、事業者ごとに、本体施設の収容力や

利用者数に見合う量の駐車場を確保する。また、土

地造成や既存の樹木の伐採を最小限とするよう、敷

地内の配置や駐車場の分散等を図る。さらに、敷地

条件に応じて駐車場内に小規模な緑地帯や樹木枡

を設け、既存樹木の残置又は植樹を行うと共に、駐

車場の周囲にも同様に緑地帯の設置及び既存樹木

の保存を行う。 

②排水処理 

事業において排水処理を必要とする場合は、下水

道が整備されている地区では施設からの排水を下

水道に接続する。下水道が整備されていない地区の

場合は、適切な処理能力を有した合併処理浄化槽

（処理水の BODは、設計上 20ppm以下）を設置する。 

ただし、商業電力のない場所や、水を使用しない

トイレ等特別の事由がある場合についてはこの限

りでない。また、湿原や湖沼の上流部など水質の保

全を図ることが特に重要な地域にあっては、放流先

の指定や三次処理などを実施する。 

③給水、排水又は引湯のための配管 

地下埋設とする。なお、不可能な場合は別途調整

を図る。 

④看板、誘導標識、表示板等 

看板、誘導標識、表示板等は必要最小限とする。 

支持物（支柱、台座等）、表示面には、自然材料を

用いることとするが、積雪等による湿潤環境その

他厳しい気象条件下にあり、施設の耐久性、安全

性、性能の維持を図るため特に必要な場合は、耐

久性の高い人工材料を用いるものとする（ただ

し、自然景観に配慮した色彩、形状のものに限

る。）。なお、裏側についても利用者の目に触れや

すい位置に設置する場合には、木材を張るなどの

措置をとる。 

夜間に利用者誘導や表示の必要がある施設に限

り、外部からの照明（白色、黄白色等に限る。）を確

保できるが、動光、点滅を伴うもの、ネオンサイン

及びイルミネーションは使用しないもとする。この

ほか、表示板一つあたりの規模に関しては、原則と

して自然公園法施行規則第 11条第 21項の規定を適

用する。 

⑤電線 

特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地

区（資料５のとおり）及び各集団施設地区内の公園

事業施設にあっては、地形地質上不可能な場合を除

き地下埋設とする。 

⑥貯油タンク等小規模な附帯施設で建築物に包含で

きないもの 

利用者の目に触れない位置に設置することとし、

それができない場合は、樹木や垣根等により隠ぺい

する。 

＜指導方針・管理方針等＞ 

①海外からの利用者の来訪状況に応じ、多言語表記の

導入を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５附帯施設（建築

物を除く。） 

 

① 駐車場 

原則として、各事業者ごとに、本体施設の収容力や

利用者数に見合う量の駐車場を確保する。また、土地

造成や既存の樹木の伐採を最小限とするよう、敷地内

の配置や駐車場の分散等に配慮する。さらに、極力駐

車場内に小規模な緑地帯や樹木枡を設け、既存樹木の

残置又は植樹を行うと共に、駐車場の周囲にも同様に

緑地帯の設置及び既存樹木の保存を行う。 

② 排水処理 

事業において排水処理を必要とする場合は、下水道

が整備されている地区では施設からの排水を下水道

に接続する。下水道が整備されていない地区の場合

は、適切な処理能力を有した合併処理浄化槽 

（処理水の BODは、設計上 20ppm以下）を設置する。 

ただし、商業電力のない場所や、水を使用しないト

イレ等特別の事由がある場合についてはこの限りで

ない。また、湿原や湖沼の上流部など水質の保全を図

ることが特に重要な地域にあっては、放流先の指定や

三次処理の実施など特別の配慮を行う。 

③給水、排水又は引湯のための配管 

地形上又は地質上不可能な場合を除き地下埋設と

する。なお、不可能な場合は別途調整を図る。 

④看板、誘導標識、表示板等 

看板、誘導標識、表示板等は必要最小限とする。 

看板、誘導標識、表示板等の支持物（支柱、台座等）

の材料には極力自然材料を使用する。板面には自然材

料のほか、人工的な素材の使用も許容するが、裏側が

利用者の目に触れやすい位置に設置する場合には、木

材を張るなどの措置をとる。 

夜間に利用者誘導や表示の必要がある施設に限り、

外部からの照明（白色、黄白色等に限る。）を許容する。 

動光、点滅を伴うもの、ネオンサイン及びイルミネ

ーションは認めない。このほか、表示板一つあたりの

規模に関しては、原則として行為許可の規定を公園事

業についても適用する。 

海外からの利用者の来訪状況に応じ、英文等複数の

外国語を併記することに努める。 

 

⑤電線 

特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区

（区域は別掲図１～４のとおり）及び各集団施設地区

内の公園事業施設にあっては、地形地質上不可能な場

合を除き地下埋設とする。 

⑥貯油タンク等小規模な附帯施設で建築物に包含で

きないもの 

極力利用者の目に触れない位置に設置することと

し、それができない場合は、樹木や垣根等により隠ぺ

いする。 
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２）集団施設地区 

ア 層雲峡集団施設地区 

事業の種類 取 扱 方 針 

１．園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

当集団施設地区の年間利用者数に比べ、地区内

での散策、休憩等の利用は比較的少ない状況にあ

るため、滞在型又は体験型の利用を目指した整備

を図る。 

橋梁や柵については、特に安全確保に留意した

設計とする。 

 

 

 

２．宿 舎 ＜指導方針・管理方針等＞ 

当集団施設地区は、滝や柱状節理の岩壁等層雲

峡峡谷の景観探勝及び大雪山連峰への登山の基地

として、また北海道周遊の宿泊地として利用され

ているが、今後は層雲峡集団施設地区を観光の目

的地とした滞在型及び体験型の宿泊拠点を目指し

た整備及び管理運営を図る。 

宿舎は、宿泊施設整備計画区及び中央整備計画

区内に限り整備することとし、宿泊施設整備計画

区には大型で敷地に十分な緑地をもった宿舎を、

中央整備計画区には民宿、ペンション、中型ホテル

等の宿舎を整備することとする。各計画区につい

て以下のとおり取扱を定めるものとする。 

 

①宿泊施設整備計画区内宿舎事業 

＜審査基準＞ 

（ア）建ぺい率は 50パーセント以下とする。 

（イ）敷地（飛び地で敷地が存在する場合もこれに

含む。以下同じ。）内の緑地を確保する。 

（ウ）総延床面積 

敷地内のすべての建物の延床面積の合計は、

25,000㎡以下とする。 

（エ）営業部床面積（総延床面積から従業員宿舎、

従業員室等の面積を減じた面積）は、20,000㎡

以下とする。ただし、すでに超えている場合は

現況面積以下とする。 

（オ）地上階数は、それぞれの宿舎事業ごとに、棟

ごとの現況階数を超えないものとする。独立し

た従業員宿舎については、５階以下とする。 

（カ）宿泊収容力は、１宿舎当たり 1,000 人以下と

する。ただし、すでにこれを超えている場合は、

現況以下とする。 

（キ）建築物壁面線の道路及び敷地境界からの後退

距離は 10メートル以上とする。ただし、敷地

境界からの距離について、防災上及び地形上等

やむを得ない場合はこの限りでない。 

なお、すでに後退距離が 10 メートル未満であ

る場合は、建替えの時点で原則 10メートル以

上の後退距離を設けるものとする。 

＜指導方針・管理方針等＞ 

（ア）外部、特に道路や園地等多数の公園利用者が

利用する箇所からの景観保全を図る。大規模建

築物であるため、遠景においては、一つ一つの

ホテルが緑地に囲まれているような景観とな

るようにし、周辺の峡谷と森林によって構成さ

れる景観を大きく阻害しないものとする。 

（イ）各ホテルの客室等からの景観にもそれぞれ特

徴があるため、お互いの宿舎からの景観保全を

図る。 

（ウ）特定の壁面が過度に大きくならないよう、デ

ザインや色彩上の工夫をする。 

 

 

イ 集団施設地区 

（１） 層雲峡集団施設地区 

事業の種類 取 扱 方 針 

１園 地 当集団施設地区の年間利用者数は非常に多いが、地

区内での散策、休憩等の利用は比較的少ない状況にあ

る。 

環境省では、集団施設地区を拠点とした地区内外の

自然探勝や散策、休憩利用の増加に対応するため、ま

た、園地の有効活用を図るため、再整備を実施した。 

園路や園地等を整備する際には、使用する施設の材料

には原則自然材料を用いることとし、橋梁や柵につい

ては、特に安全確保に留意した設計とする。 

２宿 舎 当集団施設地区は、滝や柱状節理の岩壁等層雲峡峡

谷の景観探勝及び大雪山連峰への登山の基地として、

また北海道周遊の通過宿泊地として利用されており、

これら多様な利用者を対象として、民間のホテル等 16

軒が事業執行している。 

宿舎は、上流部宿泊施設、下流部宿泊施設及び中央

の各整備計画区内に限り整備することとし、上流部及

び下流部宿泊施設整備計画区には大型で敷地に十分

な緑地をもった宿舎を、中央整備計画区には民宿、ペ

ンション、中型ホテル等の宿舎を整備することとす

る。各計画区について以下のとおり取扱を定めるもの

とする。 

 

①上流部及び下流部宿泊施設整備計画区内宿舎事 

業 

（ア）建ぺい率は 50パーセント以下とする。 

（イ）敷地（飛び地で敷地が存在する場合もこれに

含む。以下同じ。）内の緑地は極力確保する。 

（ウ）総延床面積 

敷地内のすべての建物の延床面積の合計は、

25,000㎡以下とする。 

（エ）営業部床面積（総延床面積から従業員宿舎、

従業員室等の面積を減じた面積）は、20,000

㎡以下とする。ただし、すでに超えている場

合は現況面積以下とする。 

（オ）地上階数は、それぞれの宿舎事業ごとに、棟

ごとの現況階数を超えないものとする。独立

した従業員宿舎については、５階以下とす

る。 

（カ）宿泊収容力は、１宿舎当たり 1,000人以下と

する。 ただし、すでにこれを超えている場合

は、現況以下とする。 

（キ）建築物壁面線の道路及び敷地境界からの後退

距離は 10メートル以上とする。ただし、敷地

境界からの距離について、防災上及び地形上

等やむを得ない場合はこの限りでない。 

なお、すでに超えている場合は、建替えの時

点で原則 10 メートル以上の後退距離を設け

るものとする。 

（ク）外部、特に道路や園地等多数の公園利用者が

利用する箇所からの景観保全に留意する。大

規模建築物であるため、遠景においては、一

つ一つのホテルが緑地に囲まれているよう

な景観となるようにし、周辺の峡谷と森林に

よって構成される景観を大きく阻害しない

ように配慮する。 

（ケ）各ホテルの客室等からの景観にもそれぞれ特

徴があるため、お互いの宿舎からの景観保全

に配慮する。 

（コ）特定の壁面が過度に大きくならないよう、デ

ザインや色彩上の工夫をする。 
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②中央整備計画区内宿舎事業 

＜審査基準＞ 

（ア）地上階数は棟ごとに５階建て以下とする。な

お、屋根裏部屋で窓のあるものについては建築

物の階数に含める。 

（イ）建築物の高さは棟ごとに、最低地上部から最

高部の軒までの高さを 18 メートル以下とす

る。 

（ウ）建ぺい率は 80パーセント以下とする。ただし、

既にこの基準を超えている場合は現況以下と

する。 

（エ）建築物壁面線の敷地境界線からの後退距離は、

１メートル以上とする。ただし、合築建築物及

び建築物附帯の公開通路の壁面並びに建ぺい

率が 60 パーセント以下の建築物のうち、敷地

形状等により後退距離を確保することが著し

く困難と認められる場合についてはこの限り

でない。 

（オ）建築物と道路との間には、敷地条件に応じて

樹木を植えることとする。 

３．休憩所 ＜指導方針・管理方針等＞ 

休憩所は、中央整備計画区内に設置するものと

し、整備に当たっては、中央整備計画区内宿舎事業

に準じた取扱とする。 

４．野営場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

自然ふれあい施設整備計画区において、北海道

が小規模な野営場を整備している。 

当該地区は、大雪山への登山利用者や夏の自転

車及びバイクツーリングの利用者が多いことか

ら、これらの利用実態を踏まえた対応を図る。 

５．駐車場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

環境省が中央整備計画区に立体駐車場を整備し

たほか、上川町も同計画区内において公共駐車場

を整備している。これらの駐車場を適正に管理し

ていくこととし、立体駐車場については、周囲の緑

化に特に配慮する。 

（削除） （削除） 

６．給・排水施設 ＜指導方針・管理方針等＞ 

上川町が給・排水施設を整備している。 

施設の再整備等を行う場合は、必要水量の動向

を十分把握して規模を決定するものとし、眺望に

配慮した整備を行うものとする。 

７．博物展示施設 ＜指導方針・管理方針等＞ 

当該集団施設地区は当公園の最大の利用拠点で

あることから、黒岳をはじめとする大雪山連峰の

自然の成り立ちや動植物の生態等を解説するた

め、環境省が中央整備計画区にビジターセンター

を整備している。 

施設の維持管理及び美化清掃については、上川

町等の協力を得ながら適切に行うものとする。ま

た、自然保護教育活動の拠点として、自然観察会及

び自然教室を実施し、パークボランティア等の活

動拠点としても活用する。 

 

 

②中央整備計画区内宿舎事業 

（ア）地上部の階数は棟ごとに５階建て以下とす

る。なお、屋根裏部屋で窓のあるものについ

ては建築物の階数に含める。 

（イ）建築物の高さは棟ごとに、最低地上部から最

高部の軒までの高さを 18 メートル以下とす

る。 

（ウ）建ぺい率は 80パーセント以内とする。 

 

 

（エ）建築物壁面線の敷地境界線からの後退距離

は、１メートル以上とする。ただし、合築建

築物及び建築物附帯の公開通路の壁面並び

に建ぺい率が 60 パーセント以下の建築物の

うち、敷地形状等により後退距離を確保する

ことが著しく困難と認められる場合につい

てはこの限りでない。 

（オ）建築物と道路との間には、極力樹木を植える

こととする。 

 

 

 

 

 

 

３休憩所 中央整備計画区内において、民間の３軒の休憩所が

事業執行されている。 今後も、中央整備計画区内に設

置するものとし、整備に当たっては、中央整備計画区

内宿舎事業に準じた取扱とする。 

 

４野営場 野営場整備計画区において、北海道が小規模な野営

場を整備している。主に大雪山への登山利用者や夏の

自転車及びバイクツーリングの利用者が多い。 

整備に当たっては、テントサイトの拡充と快適性確

保のための下草、下枝払い等に留意し、車両の乗り入

れは行わせないものとする。 

５駐車場 環境省が中央整備計画区に立体駐車場を整備した

ほか、上川町も同計画区内において公共駐車場を整備

している。 

これらの駐車場を適正に管理していくこととし、立

体駐車場については、周囲又は外壁の緑化に特に配慮

する。 

 

６自動車運送施

設 

公共施設整備計画区内において、民間の１事業者が

事業執行しており、旭川、北見方面等の運行並びに銀

泉台及び高原温泉への期間運行を行っている。また、

附帯施設として従業員寮が併設されている。 

施設の規模については、現状程度とする。 

７給・排水施設 上川町が給・排水施設を整備している。 

施設の再整備等を行う場合は、必要水量の動向を十

分把握して規模を決定するものとし、公園利用者から

望見されない場所において整備を行うものとする。 

８博物展示施設 当該集団施設地区は当公園の最大の利用拠点であ

ることから、黒岳をはじめとする大雪山連峰の自然の

成り立ちや動植物の生態等を解説するため、環境省が

中央整備計画区にビジターセンターを整備している。 

施設の維持管理及び美化清掃については、上川町等

の協力を得ながら適切に行うものとする。また、自然

保護教育活動の拠点として、自然観察会及び自然 

教室を実施し、パークボランティア等の活動拠点とし

ても活用していく。 
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イ 勇駒別集団施設地区 

事業の種類 取 扱 方 針 

１．園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

集団施設地区内にある森林、滝、沢等の自然景

観の探勝のため、環境省や北海道が園地及び園路

を、東川町が冬季間はクロスカントリーコースと

して利用される園路、休憩舎、駐車場等を整備し

ている。 

再整備に当たっては、既設の自然探勝路の活用

を検討するとともに、新たな自然探勝路の整備も

検討し、集団施設地区全体で自然探勝の利用が行

われるよう努めるものとする。また、園路の下草

払い等きめ細かい管理を実施する。 

２．宿 舎 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本地区は、周囲の恵まれた風致景観や自然環境

の探勝、旭岳方面への登山基地として、勇駒別線

（道道）沿い両側の平坦部分に適当な間隔をおい

て民間のホテル等が事業執行している。地域の特

性を活かしながら、利用者のニーズに対応した滞

在型の保養基地として施設を整備する。 

整備に当たっては、以下のとおり取扱を定める。 

＜審査基準＞ 

①建築物の規模、壁面後退等 

（ア）建築物の高さは、棟ごとに 20メートル以下と

する。 

（イ）隣接する公園事業施設の建築物との間隔は 50

メートル以上とし、また、原則として勇駒別線

道路（車道）の路肩から 20メートル以上後退

させる。ただし、この基準を満たしていない既

存施設の増築及び建替えについては、既存施

設の後退距離を許容するが、敷地条件に応じ

て道路から後退させるものとする。 

（ウ）外部のデザインは単純な形態とし、原則とし

て自然の素材を利用する。なお、複数の建築物

がある場合は、地域全体の調和を図るため、デ

ザインや色彩を統一する。 

屋根の形状は、原則として切妻とする。 

（エ）附帯施設としての駐車場は宿舎の収容力に見

合った駐車スペースとし、自己敷地内に確保

させる。 

３．博物展示施設 ＜指導方針・管理方針等＞ 

当地区の自然探勝の利用を推進するための拠点

施設として環境省が整備している。 

なお、エコツーリズムに関する幅広い情報提供

や活動を支援していく施設として、自然環境教育

活動やガイドの拠点としての機能も踏まえた管理

運営を図る。 

施設の維持管理及び美化清掃については、東川

町等の協力を得ながら適切に行うものとする。 

４．野営場 

 

＜指導方針・管理方針等＞ 

公共野営場として林野庁が管理舎を、東川町が

テントサイト、ファイヤーサークル、駐車場等を

整備している。 

また、野営場の一部は、冬季間に限り、クロスカ

ントリースキーコースとして使用されているが、

今後も冬季の自然観察路としての整備を検討す

る。 

（２） 勇駒別集団施設地区 

事業の種類 取 扱 方 針 

１園 地 集団施設地区内にある森林、滝、沢等の自然景観の

探勝のため、北海道が園地及び園路を、東川町が休憩

舎（ビジターセンターと棟続きのもの）、湯の沼広場、

駐車場等を整備している。 

恵まれた自然環境を活かした利用拠点として、滞在

時間の延長を図るため、地区全体の整備構想を検討

し、計画的な再整備を実施する。 

再整備に当たっては、既設の自然探勝路の活用を検

討するとともに、新たな自然探勝路の整備も検討し、

集団施設地区全体で自然探勝の利用が行われるよう

努めるものとする。また、園路の下草払い等きめ細か

い管理を実施する。 

２宿 舎 本地区は、周囲の恵まれた風致景観や自然環境の探

勝、旭岳方面への登山基地として、勇駒別線（道道）

沿い両側の平坦部分に適当な間隔をおいて民間のホ

テル等９軒が事業執行している。地域の特性を活かし

ながら、利用者のニーズに対応した滞在型の保養基地

として施設を整備する。 

整備に当たっては、以下のとおり取扱を定める。 

①建築物の規模、壁面後退等 

（ア）建築物の高さは、棟ごとに 20メートル以下とす

る。 

（イ）隣接する公園事業施設の建築物との間隔は 50メ

ートル以上とし、また、原則として道道端から

20メートル以上後退させる。ただし、この基準

を 満たしていない既存施設の増築及び建替え

については、既存施設の後退 距離を許容する

が、極力道路から後退させるものとする。 

（ウ）外部のデザインは単純な形態とし、原則として

自然の素材を利用する。なお、複数の建築物が

ある場合は、地域全体の調和を図るため、デザ

インや色彩を統一する。 

屋根の形状は、原則として切妻とする。 

（エ）附帯施設としての駐車場は宿舎の収容力に見合

った駐車スペースとし、自己敷地内に確保させ

る。 

３博物展示施設 当地区の自然探勝の利用を推進するための拠点施

設として北海道が整備している。なお、附帯施設とし

て、既存園地との有機的結合を図るため、広場が設置

されている。地区全体の整備構想の検討に当たって

は、当該施設の再整備も含め検討することとする。 

施設の維持管理及び美化清掃については、東川町等

の協力を得ながら適切に行うものとする。また、自然

保護教育活動の拠点として、自然観察会及び自然教室

を実施し、パ－クボランティア等の活動拠点としても

活用していく。 

４野営場 公共野営場として林野庁が管理舎を、東川町がテン

トサイト、ファイヤーサークル、駐車場等を整備して

いる。 

旭岳方面への登山基地として利用されていること

から、利用の動向を見ながら、施設の供用期間の延長

を検討する必要がある。また、野営場の一部は、冬季

間に限り、クロスカントリースキーコースとして使用

されているが、今後も冬季の自然観察路としての整備

を検討する。 
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５．駐車場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

旭岳方面への登山及び周辺の自然探勝のための

基地となることから、北海道が駐車場を整備し、

環境省により整備されたビジターセンターの利用

者にも利用されている。高山植物の開花や紅葉の

シーズンには道道沿線に車両が路上駐車すること

のないように、必要な措置を行うとともに、既存

の駐車場への誘導等を関係機関と連携して実施す

るなど利用の適正化に必要な取組を行う。 

再整備等に当たっては、極力地形の改変及び支

障木の伐採を最小限にするものとする。 

６．排水処理施設 ＜指導方針・管理方針等＞ 

東川町が公共下水道を敷設しており、地区の最

下流部に処理場を整備している。 

施設の規模については現状程度とし、適切に維

持管理するものとする。 

 

ウ 糠平集団施設地区 

事業の種類 取 扱 方 針 

１．園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

糠平野営場及び糠平湖汀線の隣接地におい

て、糠平湖の展望、湖水とふれあう休息等の場と

して北海道及び上士幌町が湖畔園地を整備して

いる。 

糠平宿舎事業施設及び一般国道 273 号の隣接

地においては、来訪者や地域住民の休憩・交流の

拠点及び国道を通行する利用者を温泉街へ誘引

する役割をもつ公園として、上士幌町及び環境

省が中央園地を一体的に整備している。 

また、中央園地や糠平宿舎事業施設と湖畔園

地を接続する自然探勝路及び寺の沢河畔園地を

上士幌町が整備している。 

現状施設の改修等に当たっては、湖畔園地に

おいては糠平湖の展望を妨げないよう留意し、

中央園地等においては小公園的な園地にふさわ

しいものを整備する。 

（削除） 

（削除） 

２．宿舎 ＜審査基準＞ 

①事業施設の収容人員が 30人以上 800人以下で

あること。 

②建築物の水平投影外周線が、公園利用道路の路

肩から 3.0メートル以上、敷地境界線から 1.5

メートル以上それぞれ離れていること。 

③宿舎として利用される建築物が 30メートル以

下、その他の建築物が 13メートル以下の高さ

であること。 

④建築面積の敷地面積に対する割合が 60パーセ

ント以下、延床面積の敷地面積に対する割合が

360パーセント以下であること。 

⑤宿舎として利用される建築物の内部には、ホー

ル、ロビー等のパブリックスペースが十分確保

されること。 

＜指導方針・管理方針等＞ 

東大雪地域最大の公園利用拠点であり、自然

探勝、温泉保養、野外レクリエーション等様々な

目的の公園利用者を対象として、整備されてい

る。 

 

 

 

３．野営場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

糠平湖畔において、湖水とのふれあい及び湖

畔林の自然探勝の拠点として、林野庁が整備し

ている。 

現状の区域内に多様な利用者に対応した施設

の整備充実を図るものとする。 

５駐車場 旭岳方面への登山及び周辺の自然探勝のための基

地となることから、北海道が駐車場を整備している。

高山植物の開花や紅葉のシーズンには道道沿線に路

上駐車する現状にあることから、必要な整備を行うと

ともに、利用集中期におけるマイカー規制の導入につ

いて検討する。 

 

 

 

再整備等に当たっては、極力地形の改変及び支障木

の伐採を最小限にするものとする。 

６排水処理施設 東川町が公共下水道を敷設しており、地区の最下流

部に処理場を整備している。 

施設の規模については現状程度とし、適切に維持管

理するものとする。 

 

（３） 糠平集団施設地区 

事業の種類 取 扱 方 針 

１園 地  

(1)湖畔園地 糠平野営場及び糠平湖汀線の隣接地において、糠平

湖の展望、湖水とふれあう休息等の場として北海道及

び上士幌町が整備している。また、環境省において、

博物展示施設や野営場を含めた一体的な整備計画を

検討している。 

施設の規模は現状程度とし、現状施設の改修等に当

たっては、糠平湖の展望を妨げないよう留意する。 

(2)中央公園 糠平宿舎事業施設及び国道 273号線の隣接地におい

て、地区の滞在者及び立ち寄り者の休憩のための小公

園的な園地として、上士幌町が整備している。 

改修等に当たっては、施設の規模は現状程度とし、

小公園的な園地にふさわしいものを整備する。 

なお、既存のパークゴルフコースは、草地状の休憩

園地の機能を損なわない範囲で利用するものとし、コ

ースの造成は行わないものとする。 

２宿舎 

 

 

 

 

 

東大雪地域最大の公園利用拠点であり、自然探勝、

温泉保養、野外レクリエーション等様々な目的の公園

利用者を対象として、民間のホテル等６軒が事業執行

している。 

整備に当たっては、以下のとおり取扱を定める。 

①事業執行しようとする者は、旅館業法第３条による

許可（下宿営業を除く。） を受けている、又は受け

る見込みがあること。 

②事業施設の収容人員が 30 人以上 800 人以下である

こと。 

③建築物の水平投影外周線が、公園利用道路の路肩か

ら 3.0メートル以上、敷地境界線から 1.5メートル

以上それぞれ離れていること。 

④宿舎として利用される建築物が 30 メートル以下、

その他の建築物が 13 メートル以下の高さであるこ

と。 

⑤建築面積の敷地面積に対する割合が 60 パーセント

以下、延床面積の敷地面積に対する割合が 360パー

セント以下であること。 

⑥宿舎として利用される建築物の内部には、ホール、

ロビー等のパブリックスペースが十分確保される

こと。 

３野営場 糠平湖畔において、湖水とのふれあい及び湖畔林の

自然探勝の拠点として、林野庁が整備している。 

老朽化しており、現状の区域内に多様な利用者に対

応した施設の整備充実を図るものとする。 
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４．駐車場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

当該集団施設地区を訪れる公園利用者の駐車

場として、北海道及び上士幌町が整備している。 

施設の規模については現状程度とし、案内板

等の整備を図る。 

５．自動車運送施設 ＜指導方針・管理方針等＞ 

十勝地方の拠点都市である帯広市から、当該

集団施設地区への公共交通機関の施設が整備さ

れている。 

営業所等施設の規模は現状程度とし、整備に

当たっては、休憩スペース及びバスの駐車スペ

ースを確保する。 

６．給水施設 ＜指導方針・管理方針等＞ 

糠平集団施設地区内の各種公園利用施設及び

居住者の飲料水等を確保するため、上士幌町が

整備している。 

施設の規模等は、利用者の動向を十分把握し

て決定するものとし、浄水施設、配水施設等関連

施設の整備に当たっては、周囲の自然環境との

調和を図るよう留意するものとする。 

７．博物館 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本公園の自然や歴史等に関する資料を収集、

保管及び展示するための施設として、上士幌町

が博物館（ひがし大雪博物館及び鉄道資料館）を

整備している。 

規模は現状程度とし、ひがし大雪博物館は機

能をひがし大雪自然館に移転したことから、施

設及び周辺地域の利活用について検討を進め

る。 

８．博物展示施設 ＜指導方針・管理方針等＞ 

東大雪地域全体の自然体験や自然環境保全に

関する解説・活動拠点として、環境省と上士幌町

による合築施設（ひがし大雪自然館）が整備され

ている。 

施設の維持管理については、環境省と上士幌

町が連携して適切に行うものとする。また、自然

保護教育活動の拠点としての機能を踏まえた管

理運営を図る。 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

４駐車場 当該集団施設地区を訪れる公園利用者の駐車場と

して、北海道及び上士幌町が整備している。 

施設の規模については現状程度とし、案内板等の整

備を図る。 

５自動車運輸施

設 

十勝地方の拠点都市である帯広市から、当該集団施

設地区への公共交通機関として１バス会社が事業を

執行している。 

営業所等施設の規模は現状程度とし、整備に当たっ

ては、休憩スペース及びバスの駐車スペースを確保す

る。 

６給水施設 糠平集団施設地区内の各種公園利用施設及び居住

者の飲料水等を確保するため、上士幌町が整備してい

る。 

施設の規模等は、利用者の動向を十分把握して決定

するものとし、浄水施設、配水施設等関連施設の整備

に当たっては、周囲の自然環境との調和を図るよう留

意するものとする。 

７．博物館 本公園の自然や歴史等に関する資料を収集、保管及

び展示するための施設として、上士幌町が博物館（ひ

がし大雪博物館及び鉄道資料館）を整備している。 

規模は現状程度とし、現状の付属園地を確保する等

設置目的を損なわないよう留意する。 

なお、既存のパークゴルフコースは、草地状の休憩

園地の機能を損なわない 

範囲で利用するものとし、コースの造成は行わない

ものとする。 

８博物展示施設 現在、環境省によりビジターセンターの整備が計画

されている。 

展示内容については、東大雪地域を主体に、本公園

全体の自然環境について情報提供を行うよう配慮す

る。 

 

（４）十勝三股集団施設地区 

事業の種類 取 扱 方 針 

園地 当地区は、天然林を主体とした良好な自然環境を有

する三股盆地に位置し、周辺山岳景観の展望は開放感

を伴う特徴的なものであることから、これらの地域資

源を活かし、自然の回復を目指しつつ、自然体験及び

学習活動フィールドとして活用する地区として位置

付けたものである。 

今後は、自然回復を行う場及び自然回復の過程を学

習する場として関係機関と調整を行いつつ、必要に応

じて整備を検討していくこととするが、当面は自然環

境の回復に努めるものとする。 
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３）単独施設 

名 称 事業の種類 取 扱 方 針 

愛山渓温泉 宿 舎 ＜指導方針・管理方針等＞ 

永山岳及び北鎮岳方面、沼ノ平方

面、松仙園への登山利用並びに温泉周

辺の自然探勝及び湯治利用の拠点と

して利用者が多く、宿泊及び休憩地と

して上川町が宿舎を整備している。  

施設の規模は現状程度とし、施設の

改修に当たっては、自然環境との調和

に留意するものとする。 

銀河流星ノ滝 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

銀河流星ノ滝を展望する場所とし

て、利用者も多く、林野庁、北海道及

び上川町が公衆トイレ、園路、駐車場

等を整備している。 

当該園地の恵まれた環境をより有

効に活用するため、利用状況に応じて

再整備を検討する。なお、施設の整備

に当たっては、対岸の景観眺望を十分

確保するよう留意するものとする。 

大函 

 

園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

柱状節理の切り立った岩壁を展望

する場所として利用者も多く、北海道

及び上川町が展望台及び駐車場等を

整備している。  

当該園地の恵まれた環境をより有

効に活用するため、利用状況に応じて

既存施設等の再整備を検討する。な

お、施設の整備に当たっては、対岸の

景観眺望を十分確保するよう留意す

るものとする。 

黒岳 宿 舎 ＜指導方針・管理方針等＞ 

黒岳から御鉢巡り若しくは大雪山

連峰縦走の中継基地として、簡易宿舎

が整備されている（許可工作物）が、

老朽化が進んでいる。 

再整備する場合の施設の規模は、現

状程度又は小規模の増築程度とし、施

設の改修に当たっては、自然改変を原

則少なくし、周辺の自然環境との調和

に留意する。 

銀泉台 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

赤岳、旭岳、黒岳等の登山口であり、

第一花園、第二花園、コマクサ平等の

自然探勝者も多く、これら公園利用者

の休憩場所として、上川町が公衆トイ

レ等（許可工作物）を整備している。

紅葉期の利用集中時にはマイカー規

制を行っている。 

施設の規模については、現状程度と

し、施設の改修等に当たっては、周囲

の風致景観との調和に留意する。 

（削除） （削除） 

ウ 単独施設 

名 称 事業の種類 取 扱 方 針 

愛山渓温泉 宿 舎 永山岳及び北鎮岳方面への登山利用及

び自然探勝、湯治利用の拠点としての利用

者が多く、宿泊及び休憩地として上川町が

宿舎を整備している。 

施設の規模は現状程度とし、施設の改修

に当たっては、自然環境との調和に留意す

るものとする。 

銀河流星ノ滝 園 地 銀河流星ノ滝を展望する場所として、利

用者も多く、林野庁、北海道及び上川町が

公衆トイレ、園路、駐車場等を整備してい

る。 

当該園地の恵まれた環境をより有効に

活用するため、利用状況に応じて再整備を

検討する。なお、施設の整備に当たっては、

対岸の景観眺望を十分確保するよう留意

するものとする。 

大函 園 地 柱状節理の切り立った岩壁を展望する

場所として利用者も多く、北海道及び上川

町が展望台、休憩所及び駐車場等を整備し

ている。 

当該園地の恵まれた環境をより有効に

活用するため、利用状況に応じて既存施設

等の再整備を検討する。なお、施設の整備

に当たっては、対岸の景観眺望を十分確保

するよう留意するものとする。 

黒岳 宿 舎 黒岳からお鉢巡り若しくは大雪山連峰

縦走の中継基地として、林野庁が簡易宿舎

を整備しているが、老朽化が進んでいる。 

再整備する場合の施設の規模は、現状程

度又は小規模の増築程度とし、施設の改修

に当たっては、自然改変を原則少なくし、

周辺の自然環境との調和に留意する。 

銀泉台 園 地 赤岳、旭岳、黒岳等の登山入口に位置し、

第一花園、第二花園、コマクサ平等の自然

探勝者も多く、これら公園利用者の休憩場

所として、上川町が公衆トイレ等を整備し

ている。紅葉期の利用集中時にはマイカー

規制を行っている。 

施設の規模については、現状程度とし、

施設の改修等に当たっては、周囲の風致景

観との調和に留意する。 

 宿 舎 赤岳、旭岳、黒岳等の登山入口に位置し、

第一花園、第二花園、コマクサ平等の自然

探勝者も多く、これら、公園利用者の休憩

及び登山利用者の施設として民間のヒュ

ッテが整備されていたが、施設の老朽化が

著しく、現在使用されていない。 

再整備に当たっては、山上のロッジとし

ての雰囲気を持たせるよう、現状程度と

し、自然景観との調和に特に留意する。 
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白楊平 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

ダム湖の展望及び湖水とふれあう

休憩等の場として、林野庁が園路、公

衆トイレを整備している。 

施設は、大幅な自然改変を避け、極

力立木を残し快適な林間園地として

整備するものとする。 

白雲岳 避難小屋 ＜指導方針・管理方針等＞ 

大雪山連峰等の登山者の避難施設

として、環境省が避難小屋を整備して

いる。 

大雪山グレード５の原生的な自然

に立ち入るためのゲート施設として

利用者に対して適切な情報提供を行

う。また、周辺登山道の荒廃に対応す

る拠点施設としての機能も踏まえた

管理運営を図る。 

施設の規模は、現状程度とし、施設

の改修に当たっては、周囲の風致景観

との調和に留意する。今後、公衆トイ

レの位置及び処理方法等について検

討する。 

石北峠 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

北見方面からの公園入口に当たる

峠であり、遠く大雪及び石狩連峰を望

む展望園地として、北海道が利用者の

ための公衆トイレ等を整備している。 

施設の規模は、現状程度とし、施設

の改修等に当たっては、周囲の風致景

観との調和に留意する。 

高原温泉 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

白雲岳、緑岳、大雪高原温泉沼めぐ

り登山コース等の利用拠点であり、北

海道及び上川町等が管理する土地が

駐車場スペースとなっている。紅葉期

の利用集中時にはマイカー規制が行

われている。 

草地園地は、休日など利用者が集中

して駐車場が不足する場合に駐車場

としても使用できるようにする。ま

た、積極的に植樹を行い駐車場及び草

地園地内に緑地帯を確保する。なお、

駐車場については、簡易舗装程度と

し、アスファルト、コンクリート等の

舗装は行わない。 

宿 舎 ＜指導方針・管理方針等＞ 

白雲岳、緑岳、大雪高原温泉沼めぐ

り登山コース等の利用拠点である。 

施設の再整備に当たっては、極力既

存樹林を残置するよう配置し、切妻大

屋根の形態を原則とする。高さは棟ご

とに 13メートル以下とする。なお、原

則都会的なデザインを排し、山奥の静

かな環境の中での保養宿舎としての

雰囲気を保つものとする。 

白楊平 園 地 ダム湖の展望及び湖水とふれあう休憩

等の場として、林野庁が園路、公衆トイレ

を整備している。 

施設は、大幅な自然改変を避け、極力立

木を残し快適な林間園地として整備する

ものとする。 

白雲岳 避難小屋 大雪山連峰等の登山者の避難施設とし

て、北海道が避難小屋を整備している。 

施設の規模は、現状程度とし、施設の改

修に当たっては、周囲の風致景観との調和

に留意する。今後、公衆トイレの位置及び

処理方法等について検討する。 

石北峠 園 地 北見方面からの公園入口に当たる峠で

あり、遠く大雪及び石狩連峰を望む展望園

地として、北海道が利用者のための公衆ト

イレ等を整備している。 

施設の規模は、現状程度とし、施設の改

修等に当たっては、周囲の風致景観との調

和に留意する。 

高原温泉 園 地 白雲岳、緑岳等の登山基地及び高原沼等

を巡る自然探勝等に人気があり利用者も

多く、北海道及び上川町が駐車場等を整備

している。紅葉期の利用集中時にはマイカ

ー規制を行っている。 

紅葉時期に利用者が集中し、駐車場が不

足するため、園地の一部は平面的な草地園

地とし、オーバーフロー時に駐車場として

も使用できるような形式とする。また、積

極的に植樹を行うよう駐車場及び園地内

に緑地帯を確保する。なお、駐車場につい

ては、簡易舗装程度とし、アスファルト、

コンクリート等の舗装は行わない。 

 宿舎 白雲岳、緑岳等の登山基地及び高原沼等

を巡る自然探勝等に人気があり利用者も

多く、民間の宿舎１軒が事業執行してい

る。 

施設の再整備に当たっては、極力既存樹

林を残置するよう配置し、切妻大屋根の形

態を原則とする。高さは棟ごとに 13メー

トル以下とする。なお、原則都会的なデザ

インを排し、山奥の静かな環境の中での保

養宿舎としての雰囲気を保つものとする。 
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博物展示施

設 

＜指導方針・管理方針等＞ 

大雪高原温泉沼めぐり登山コース

の利用拠点であり、高原温泉周辺の自

然環境、特にヒグマについての学習及

び山岳情報を提供するための施設（鳥

獣保護区管理棟）として、環境省が整

備している。公園利用者とヒグマとの

遭遇事故を未然に防止するために定

められた同コースの利用ルールを周

知するなど、利用者に対するレクチャ

ーが行われ、適切な情報提供や知識の

普及が行われている。 

公園事業施設ではないが、博物展示

施設としての機能を有していること

から、今後とも適切な維持管理に努め

る。 

忠別岳南 

 

避難小屋 ＜指導方針・管理方針等＞ 

大雪山連峰等の登山者の避難施設

として、北海道が整備している。 

施設の規模は現状程度とし、施設の

改修に当たっては、自然環境との調和

を図り整備する。今後、公衆トイレの

位置及び処理方法等について検討す

る。 

姿見の池 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

姿見の池及びその周辺は、旭岳を背

景とした火口湖及び高山植物のお花

畑となっており、北海道が園路、展望

広場等を整備している。 

高山植物保護のため、上川総合振興

局、東川町大雪山国立公園保護協会等

の協力により、園路にはロ－プを張

り、周辺植生に立ち入らないよう努め

るものとする。 

施設の規模については、現状程度と

するが、特に混雑が見られ、周囲の植

生に悪影響を及ぼす場合は、この限り

でない。 

避難小屋 ＜指導方針・管理方針等＞ 

旭岳方面への縦走登山者の避難施

設として、北海道が整備している。 

施設の規模については現状程度と

し、適切に維持管理するものとする。 

天人峡 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

羽衣の滝等の探勝歩道として、北海

道が園路、公衆便所、四阿等を整備し

ている。 

現況施設を適切に維持管理するも

のとする。 

宿 舎 ＜審査基準＞ 

整備に当たっては、地域の特色である

渓谷の保護を図るとともに風致景観を

考慮し、次のとおり取り扱うものとす

る。 

ア 建築物の規模 

建築物の高さは、27メ－トル以下とす

る。 

イ デザイン及び材料 

外部デザインは単純な形態とし、極力

自然の素材を利用する。なお、一つの

事業に複数の建築物がある場合は、事

業施設の調和を図るため、デザイン及

び色彩を統一する。 

＜指導方針・管理方針等＞ 

忠別川の柱状節理の岸壁からなる

渓谷景観が優れた地域に位置し、温泉

宿、自然探勝及び登山基地として利用

されている 

 博物展示施

設 

高原温泉周辺の自然環境、特にヒグマに

ついての学習及び山岳情報を提供するた

めの施設（鳥獣保護区管理棟）として、環

境省が整備している。 

公園事業施設ではないが、博物展示施設

としての機能を有していることから、今後

とも適切な維持管理に努めるものとする。 

また、公園利用者とヒグマとの遭遇事故

を未然に防止するため、適切な情報提供や

知識の普及を行うものとする。 

忠別岳南 避難小屋 大雪山連峰等の登山者の避難施設とし

て、北海道が整備している。 

施設の規模は現状程度とし、施設の改修

に当たっては、自然環境との調和を図り整

備する。今後、公衆トイレの位置及び処理

方法等について検討する。 

姿見の池 園 地 姿見の池及びその周辺は、旭岳を背景と

した火口湖及び高山植物のお花畑となっ

ており、北海道が園路、展望広場等を整備

している。 

高山植物保護のため、上川支庁、北海道

上川南部森づくりセンター、東川町等の協

力により、園路にはロ－プを張り、周辺植

生に立ち入らないよう努めるものとする。 

施設の規模については、現状程度とする

が、特に混雑が見られ、周囲の植生に悪影

響を及ぼす場合は、この限りでない。 

 避難小屋 旭岳方面への縦走登山者の避難施設と

して、北海道が整備している。 

再整備された現況施設を適切に維持管

理するものとする。 

天人峡 園 地 羽衣の滝等の探勝歩道として、北海道が

園路、公衆便所、四阿等を整備している。 

現況施設の充実を図るものとする。 

 宿 舎 忠別川の柱状節理の岸壁からなる渓谷

景観が優れた地域に位置し温泉宿、自然探

勝及び登山基地として利用されており、民

間ホテル等４軒が事業執行している。 

整備に当たっては、地域の特色である渓

谷の保護を図るとともに風致景観を考慮

し、次のとおり取り扱うものとする。 

ア 建築物の規模 

建築物の高さは、27メ－トル 

以下とする。 

イ デザイン及び材料 

外部デザインは単純な形態とし、 

極力自然の素材を利用する。 

なお、一つの事業に複数の建築 

物がある場合は、事業施設の 

調和を図るため、デザイン及び 

色彩を統一する。 
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駐車場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

天人峡地区を訪れる公園利用者の

駐車場として、北海道及び東川町がそ

れぞれ駐車場等を整備している。 

附帯施設として整備されている公

衆トイレは撤去されており、再整備の

必要がある。 

白金温泉 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

白金温泉のほぼ中央にあり、十勝岳

連峰を一望できる展望園地として、美

瑛町が駐車場、公衆トイレ等を整備し

ている。 

施設の規模については現状程度と

し、適切に維持管理するものとする。 

美瑛富士 避難小屋 ＜指導方針・管理方針等＞ 

美瑛富士の東 0.7キロメートルの地

点に十勝岳連峰及び大雪山縦走登山

者の避難施設として、美瑛町が設置し

ている。 

避難小屋に隣接して、携帯トイレブ

ースを環境省が設置している。 

施設の規模については現状程度と

し、適切に維持管理するものとする。 

十勝岳 避難小屋 ＜指導方針・管理方針等＞ 

十勝岳の北西 2.5キロメートルの地

点に十勝岳連峰及び大雪山縦走登山

者の避難施設として、林野庁が設置し

ている。 

施設の規模については現状程度と

し、適切に維持管理するものとする。 

望岳台 園 地 

 

＜指導方針・管理方針等＞ 

十勝岳連峰を一望できる展望園地

として、また、十勝岳及び美瑛岳への

登山基地として、北海道が園地、駐車

場等を整備している。 

案内板等が老朽化し、園地の範囲が

不明確になっていることから、園路の

範囲を記した案内板や園路にはロー

プを張る等、施設の再整備を図り、周

辺植生に立ち入らないよう努めるも

のとする。 

吹上温泉 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本地区は、十勝岳温泉と望岳台を結

ぶ連絡道路のほぼ中間に位置してい

ることから、十勝岳連峰への登山基地

になっているほか、自然豊かな温泉保

養地である。 

吹上の湯として有名な露天風呂が

あり、上富良野町が駐車場、園路等を

整備している。 

施設の規模については、現状程度と

し、施設の改修等に当たっては、周囲

の自然景観との調和に留意する。 

 駐車場 天人峡地区を訪れる公園利用者の駐車

場として、北海道及び東川町がそれぞれ駐

車場等を整備している。 

附帯施設として整備されている公衆ト

イレは撤去されており、再整備の必要があ

る。 

白金温泉 園 地 白金温泉のほぼ中央にあり、十勝岳連峰

を一望できる展望園地として、北海道及び

美瑛町が駐車場、公衆トイレ等を整備して

いる。 

施設の規模については現状程度とし、適

切に維持管理するものとする。 

美瑛富士 避難小屋 美瑛富士の東 0.7 キロメートルの地点

に十勝岳連峰及び大雪山縦走登山者の避

難施設として、美瑛町が設置している。 

施設の規模については現状程度とし、適

切に維持管理するものとする。 

トイレの位置、構造、処理方法、維持管

理の体制等について、検討を行う。 

十勝岳 避難小屋 十勝岳の北西 2.5 キロメートルの地点

にあり、十勝岳連峰の縦走登山者の避難施

設として、林野庁が整備していたが、老朽

化等のため撤去された。利用状況を踏ま

え、維持管理の方法を含めた再整備の必要

性について検討する。 

望岳台 園 地 十勝岳連峰を一望できる展望園地とし

て、また、十勝岳及び美瑛岳への登山基地

として、北海道が園地、駐車場、公衆トイ

レ等を整備している。また、利用者の便宜

を図るために民間のレストハウスが整備

されている。 

自然探勝路の説明板等の適切な管理を

行う。 

公衆トイレについては、老朽化してお

り、関係機関と再整備を検討する。 

民間のレストハウスの再整備について

は、既存規模程度の建て替えのための新築

あるいは小規模な増築を原則とする。 

吹上温泉 園 地 本地区は、十勝岳温泉と望岳台を結ぶ連

絡道路のほぼ中間に位置していることか

ら、十勝岳連峰への登山基地になっている

ほ か、自然豊かな温泉保養地である。 

吹上の湯として有名な露天風呂があり、

上富良野町が駐車場、園路等を整備してい

る。 

施設の規模については、現状程度とし、

施設の改修等に当たっては、周囲の自然景

観との調和に留意する。 
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 宿 舎 ＜審査基準＞ 

自然に囲まれた環境を維持するため、

次のとおり取り扱うものとする。 

ア 建築物は２階建て以下とする。 

イ 建ぺい率の制限は特に設けないが、

道路からの壁面後退距離を原則とるこ

ととする。 

＜指導方針・管理方針等＞ 

自然豊かな温泉保養地として上富

良野町が宿泊施設を整備している。 

近年は交通網の発達により自家用

車等による小人数の利用者が増加し

つつあるとともに、利用形態も多様化

しており、利用者のニーズに対応した

保養基地として、施設を整備するもの

とする。 

 

 野営場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

十勝岳周辺の自然探勝及び登山基

地並びに防災用ヘリコプター離着陸

用広場として、上富良野町が多目的利

用の野営場を整備している。 

当地区の登山基地として良好な利

用が行えるよう整備する。 

十勝岳温泉 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

富良野岳及び上ホロカメットク山

が一望できる休憩地であるとともに

登山基地として、北海道が公衆トイ

レ、駐車場等を整備している。 

園地周辺にある宿舎とこれらの施

設が一体となり機能するよう指導す

る。 

今後、良好な自然探勝ができるよう

園路を充実するものとする。 

 宿 舎 ＜審査基準＞ 

今後、施設の整備については、周辺

の風致景観や自然環境との調和に留

意しながら、次のとおり取り扱うもの

とする。 

①建築物は３階建て以下とする。 

②建ぺい率の制限は特に設けない

が、道路からの壁面後退距離を原

則とることとする。 

＜指導方針・管理方針等＞ 

登山基地及び安政火口への自然散

策拠点として利用されている。 

当地区の自然探勝の利用を推進す

るため、展示など情報発信機能を持た

せることを検討する。 

 

士幌高原 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

東ヌプカウシヌプリ山麓に位置し、

十勝平野、日高山脈等が一望できる展

望園地として、士幌町がセンターハウ

ス、園路、駐車場、展望台等を整備し

ている。 

眺望対象となる周囲の雄大な風致

景観と調和した空間の確保に留意す

るものとする。 

 野営場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

隣接する東ヌプカウシヌプリ、白雲

山、天望山等の登山基地として、また、

良好な周辺天然林等の自然探勝の拠

点として、士幌町がコテージ、テント

サイト及びキャビンを整備している。 

周囲の風致景観との調和と、空間の

確保に留意するものとする。 

 宿 舎 自然豊かな温泉保養地として上富良野

町が宿泊施設を整備している。 

近年は交通網の発達により自家用車等

による小人数の利用者が増加しつつある

とともに、利用形態も多様化しており、利

用者のニーズに対応した保養基地として、

施設を整備するものとする。 

 自然に囲まれた環境を維持するため、次

のとおり取り扱うものとする。 

ア 建築物は２階建て以下とする。 

イ 建ぺい率の制限は特に設けない 

が、道路からの壁面後退距離を 

原則とることとする。 

 野営場 十勝岳周辺の自然探勝及び登山基地並

びに防災用ヘリコプタ－離着陸用広場と

して、上富良野町が多目的利用の野営場を

整備している。 

当地区の登山基地として良好な利用が

行えるよう整備する。 

十勝岳温泉 園 地 富良野岳及び上ホロカメットク山が一

望できる休憩地であるとともに登山基地

として、上富良野町が公衆トイレ、駐車場

等を整備している。 

園地周辺にある３軒の宿舎とこれらの

施設が一体となり機能するよう指導する。 

今後、良好な自然探勝ができるよう園路

を充実するものとする。 

 宿 舎 登山基地及び安政火口への自然散策拠

点として利用されており、民間のホテル３

軒が事業執行している。 

今後、施設の整備については、周辺の風

致景観や自然環境との調和に留意しなが

ら、次のとおり取り扱うものとする。 

① 建築物は３階建て以下とする。 

② 建ぺい率の制限は特に設けないが、

道路からの壁面後退距離を原則と

ることとする。 

士幌高原 園 地 東ヌプカウシヌプリ山麓に位置し、十勝

平野、日高連峰等が一望できる展望園地と

して、士幌町がセンターハウス、園路、駐

車場、展望台等を整備している。 

眺望対象となる周囲の雄大な風致景観

と調和した空間の確保に留意するものと

する。 

 野営場 隣接する東ヌプカウシヌプリ、白雲山、

天望山等の登山基地として、また、良好な

周辺天然林等の自然探勝の拠点として、士

幌町がコテージ、テントサイト及びキャビ

ンを整備している。 

周囲の風致景観との調和と、空間の確保

に留意するものとする。 



17 

三国峠 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

ニペソツ山、ウペペサンケ山及び十

勝三股地区の広大な樹海の展望地点

として、北海道及び上士幌町が公衆ト

イレ及び休憩所を整備している。 

周辺の優れた自然環境を保護する

ため、今後とも施設の規模について

は、現状程度とし、施設の改修等に当

たっては、展望の支障とならないよう

留意するものとする。 

幌加温泉 宿 舎 ＜審査基準＞ 

自然林に囲まれた優れた環境と、湯

治場温泉旅館としての趣を維持する

ため、既存宿舎の増改築を原則とし、

増改築に当たっては、以下の要件を満

たすものとする。 

①高さは、13 メートル以下である

こと。 

②道路からの壁面後退距離を、現

状程度、あるいはそれ以上確保

すること。 

③増改築部分の構造、形態、色彩及

び材料は、既存部分と同様のも

のであること。 

＜指導方針・管理方針等＞ 

天狗岳及びニペソツ山の登山基地

として、また湯治場等として利用され

ている。 

 

糠平ダム 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

糠平ダムのほぼ全景、ウペペサンケ

山及び石狩連峰の展望地点である。 

施設の規模は現状程度とし、展望に

支障が生じないよう適切に維持管理

するものとする。 

糠平温泉 スキー場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

「国立公園におけるスキー場事業

の取扱について」（平成３年６月７日

付環自国第 315号自然保護局長通知）

によるほか、資料６「大雪山国立公園

糠平スキー場事業取扱要領」によるも

のとする。 

幌鹿峠 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

糠平集団施設地区と然別湖畔を結

ぶ中間点に位置し、優れた自然林に囲

まれた休憩場所として、峠標識等の既

存施設の適切な維持管理を図る。 

周辺の優れた自然環境を保護する

ため、今後とも施設の規模については

現状程度とし、施設の改修等に当たっ

ては周辺の自然環境の保全に留意す

るものとする。 

然別峡 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

良好な自然林内を散策し、自然との

ふれあいを体験できる園地として、鹿

追町が園路駐車場、公衆トイレ等を整

備している。 

良好な自然林の環境を保全するた

め、施設の規模は、現状程度とし、老

朽化した施設の再整備を検討するも

のとする。 

 宿 舎 ＜指導方針・管理方針等＞ 

良好な自然林に囲まれた静寂な温

泉である。 

施設の規模は現状程度とし、施設の

適切な維持管理を図るものとする。 

三国峠 園 地 ニペソツ山、ウペペサンケ山及び十勝三

股地区の広大な樹海の展望地点として、北

海道及び上士幌町が公衆トイレ及び休憩

所を整備している。 

周辺の優れた自然環境を保護するため、

今後とも施設の規模については、現状程度

とし、施設の改修等に当たっては、展望の

支障とならないよう留意するものとする。 

幌加温泉 宿 舎 天狗岳及びニペソツ山の登山基地とし

て、また湯治場等の施設として、民間の温

泉旅館２軒が事業執行している。 

自然林に囲まれた優れた環境と、湯治場

温泉旅館としての趣を維持するため、既存

宿舎の増改築を原則とし、増改築に当たっ

ては、以下の要件を満たすものとする。 

① 高さは、13 メートル以下であるこ

と。 

② 道路からの壁面後退距離を原則と

ること。 

③ 増改築部分の構造、形態、色彩及び 

材料は、既存部分と同様のものであ

ること。 

糠平ダム 園 地 糠平ダムのほぼ全景、ウペペサンケ山及

び石狩連峰の展望地点として、民間が展望

台等を整備している。 

公衆トイレの整備を図る必要がある。 

糠平温泉 スキー場 「国立公園におけるスキー場事業の取

扱について」（平成３年６月７日付環自国

第 315号自然保護局長通知）によるほか、

別紙３「大雪山国立公園糠平スキー場事業

取扱要領」によるものとする。 

幌鹿峠 園 地 糠平集団施設地区と然別湖畔を結ぶ中

間点に位置し、優れた自然林に囲まれた休

憩場所として、林野庁が小規模な路側駐車

帯及び峠標識を整備している。 

周辺の優れた自然環境を保護するため、

今後とも施設の規模については現状程度

とし、施設の改修等に当たっては周辺の自

然環境の保全に留意するものとする。 

然別峡 園 地 良好な自然林内を散策し、自然とのふれ

あいを体験できる園地として、鹿追町が園

路駐車場、公衆トイレ等を整備している。 

良好な自然林の環境を保全するため、施設

の規模は、現状程度とし、老朽化した施設

の再整備を検討するものとする。 

 宿 舎 良好な自然林に囲まれた静寂な温泉で

あり、民間が１軒事業執行している。 

現在ある温泉旅館は老朽化しており、再整

備を図る必要がある整備に当たっては、高

さは現状（13メートル）程度とする。 
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 野営場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

然別峡園地及び自然湧出している

温泉に隣接しており、自然探勝の拠点

として、林野庁及び鹿追町が野営場を

整備している。静寂な雰囲気を持つ自

然環境を保全するため、区域は現状の

範囲程度とし、施設の適切な維持管理

を図るものとする。 

山田温泉 宿 舎 ＜指導方針・管理方針等＞ 

北海道の天然記念物に指定されて

いるミヤベイワナの産卵河川である

ヤンベツ川畔に位置し、良好な天然林

に囲まれた静寂な雰囲気を持つ自然

環境に恵まれた宿舎を、鹿追町が整備

している。 

良好な自然環境の保全と静寂な雰

囲気を維持するため、施設は現状の位

置において、既存の高さを超えない程

度での、建替えのための新築又は小規

模な増築を原則とする。 

然別湖北岸 野営場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

然別湖北岸汀線に接する野営場と

して、並びに湖水とのふれあい及び良

好な周辺天然林の自然探勝の拠点と

して、林野庁等が施設を整備してい

る。 

良好な自然環境を保全するため、区

域は現状の範囲程度とし、多様な利用

者に対応した施設の整備を図る。 

然別湖畔 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

然別湖汀線に接しており、湖水との

ふれあいの場として、及び、「唇山」の

愛称を持つ天望山、白雲山等対岸の眺

望地点として、鹿追町により小規模の

広場とベンチが整備されている。 

当該園地の恵まれた自然環境をよ

り有効に活用するため、広場、園路等

の維持管理を適切に行う。 

なお、施設の整備に当たっては、対

岸景観の眺望を十分確保するよう留

意するものとする。 

 宿 舎 ＜審査基準＞ 

施設の整備に当たっては、当地区の

各地点からの湖水及び対岸景観の眺

望の維持確保に留意するとともに、以

下の要件を満たすものとする。 

①建築物の水平投影外周線は、公

園事業道路等の路肩及び敷地境

界線から現状程度、あるいはそ

れ以上離れていること。 

②宿舎として利用される建築物の

高さは、32 メートル以下、その

他の建築物の高さは、13 メート

ル以下であること。 

③建築面積の敷地面積に対する割

合は、60 パーセント以下である

こと。 

④宿舎として利用される建物の内

部には、ホール及びロビー等の

パブリックスペースが十分確保

されていること。 

＜指導方針・管理方針等＞ 

然別湖畔に宿舎が整備されている。 

対岸景観の眺望等に恵まれた自然

環境の保全を図るため、施設の規模

は、現状程度とし、適切な整備を図る

ものとする。 

 

 野営場 然別峡園地及び自然湧出している温泉

に隣接しており、自然探勝の拠点として、

林野庁及び鹿追町が野営場を整備してい

る。施設の適切な維持管理を図るものとす

る。 

山田温泉 宿 舎 北海道の天然記念物に指定されている

ミヤベイワナの産卵河川であるヤンベツ

川畔に位置し、良好な天然林に囲まれた静

寂な雰囲気を持つ自然環境に恵まれた宿

舎として、民間のホテル１軒が事業執行し

ている。 

良好な自然環境の保全と静寂な雰囲気

を維持するため、施設は現状の位置におい

て、既存の高さを超えない程度での、建替

えのための新築又は小規模な増築を原則

とする。 

然別湖北岸 野営場 然別湖北岸汀線に接する野営場として、

並びに湖水とのふれあい及び良好な周辺

天然林の自然探勝の拠点として、林野庁及

び民間が施設を整備している。 

良好な自然環境を保全するため、区域は

現状の範囲程度とし、多様な利用者に対応

した施設の整備を図る。 

然別湖畔 園 地 然別湖汀線に接しており、湖水とのふれ

あいの場として、及び、「唇山」の愛称を

持つ天望山、白雲山等対岸の眺望地点とし

て、鹿追町により小規模の広場とベンチが

整備されている。 

当該園地の恵まれた自然環境をより有

効に活用するため、広場、園路等の再整備

を図るものとする。 

なお、施設の整備に当たっては、対岸景

観の眺望を十分確保するよう留意するも

のとする。 

 宿舎 然別湖畔に位置し、民間のホテル２軒が

事業執行している 

対岸景観の眺望等に恵まれた自然環境

の保全を図るため、施設規模は、現状程度

とし、適切な整備を図るものとする。また、

施設の整備に当たっては、当地区の各地点

からの湖水及び対岸景観の眺望の維持確

保に留意するとともに、以下の要件を満た

すものとする。 

①建築物の水平投影外周線は、公園事業道

路等の路肩及び敷地境界線から原則離れ

ていること。 

②宿舎として利用される建築物の高さは、

32 メートル以下、その他の建築物の高さ

は、13メートル以下であること。 

③建築面積の敷地面積に対する割合は、60

パーセント以下であること。 

④宿舎として利用される建物の内部には、

ホール及びロビー等のパブリックスペー

スが十分確保されていること。 
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 舟遊場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

良好な自然環境に恵まれた周辺の

景観を、ゆったりと湖水上から眺望す

る施設として、公園事業として執行さ

れていないが、手こぎボート、カヌー

等が設置されている。 

良好な自然環境の保全と静寂な雰

囲気を維持するため、桟橋は現状の２

基として、ボートは、手こぎボート、

カヌー等動力を使用しないものとす

る。 

また、ボート等の設置に際しては、

然別湖のイメージを損なわないよう、

原則単純なデザイン、落ち着いた色彩

のものを導入するよう指導する。 

 駐車場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

当該地区を訪れる公園利用者の駐

車場として、北海道及び鹿追町が整備

している。 

現状施設を適切に維持管理し、機能

の充実を図る。 

 給水施設 ＜指導方針・管理方針等＞ 

公園利用施設、居住者の飲料水等を

確保するため、鹿追町が整備してい

る。 

現状施設を適切に維持管理し、機能

の充実を図る。 

 排水施設 ＜指導方針・管理方針等＞ 

然別湖の水質を保全するため、鹿追

町が整備している。 

現状施設を適切に維持管理し、機能

の充実を図る。 

白雲橋 博物展示施

設 

＜指導方針・管理方針等＞ 

当該地区の自然探勝利用を推進す

るための施設として整備する。現在鹿

追町が所有する建物が存在しており、

整備に当たっては、高さ及び規模につ

いては現状程度とし、自然環境に影響

を与えないよう設計、工法等を検討す

る。 

扇ケ原 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

然別湖畔入口に位置し、十勝平野及

び日高連峰を一望できる展望園地と

して設置されている。 

現状の施設は、糠平然別線道路（車

道）事業の附帯施設として、北海道が

公衆トイレ、駐車場等を整備してい

る。 

施設の規模については現状程度と

し、眺望対象の雄大さを損なわないよ

う、施設は原則道路側に設置するもの

とする。 

ヒサゴ沼 避難小屋 ＜指導方針・管理方針等＞ 

大雪山縦走路のほぼ中間に位置し

ており、トムラウシ山の登山者及び縦

走登山者の避難施設として、北海道が

整備している。 

本公園の指定湖沼の一つであるヒ

サゴ沼に隣接しており、周辺の野営指

定地及び歩道の整備と併せ適切な管

理を行う。 

ヒサゴ沼の水質の保全のため、附帯

トイレの位置や構造、処理方式等につ

いて、今後検討を行う必要がある。 

 舟遊場 良好な自然環境に恵まれた周辺の景観

を、ゆったりと湖水上から眺望する施設と

して、公園事業として執行されていない

が、民間が手こぎボート、カヌー等を設置

している。 

良好な自然環境の保全と静寂な雰囲気

を維持するため、桟橋は現状の２基とし

て、ボートは、手こぎボート、カヌー等動

力を使用しないものとする。 

また、ボート等の設置に際しては、然別

湖のイメージを損なわないよう、原則単純

なデザイン、落ち着いた色彩のものを導入

するよう指導する。 

 駐車場 当該地区を訪れる公園利用者の駐車場

として、北海道及び鹿追町が整備してい

る。 

現状施設を適切に維持管理し、機能の充

実を図る。 

 給水施設 公園利用施設、居住者の飲料水等を確保

するため、鹿追町が整備している。 

現状施設を適切に維持管理し、機能の充

実を図る。 

 排水施設 然別湖の水質を保全するため、鹿追町が

整備している。 

現状施設を適切に維持管理し、機能の充

実を図る。 

白雲橋 博物展示施

設 

当該地区の自然探勝利用を推進するた

めの施設として整備する。現在鹿追町が所

有する建物が存在しており、整備に当たっ

ては、高さ及び規模については現状程度と

し、自然環境に影響を与えないよう設計、

工法等を検討する。 

扇ヶ原 園 地 然別湖畔入口に位置し、十勝平野及び日

高連峰を一望できる展望園地として設置

されている。 

現状の施設は、糠平然別線道路（車道）

事業の附帯施設として、北海道が公衆トイ

レ、駐車場等を整備している。 

施設の規模については現状程度とし、眺望

対象の雄大さを損なわないよう、施設は原

則道路側に設置するものとする。 

ヒサゴ沼 避難小屋 大雪山縦走路のほぼ中間に位置してお

り、トムラウシ山の登山者及び縦走登山者

の避難施設として、北海道が整備してい

る。 

本公園の指定湖沼の一つであるヒサゴ

沼に隣接しており、周辺の野営指定地及び

歩道の整備と併せ適切な管理を行う。 

ヒサゴ沼の水質の保全のため、附帯トイ

レの位置や構造、処理方式等について、今

後検討を行う必要がある。 
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トムラウシ温

泉 

園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

トムラウシ温泉宿舎に隣接して宿

泊利用者の散策及びトムラウシ山登

山者の休憩の場として、北海道及び新

得町が園路、駐車場、公衆トイレ等を

整備している。 

現状施設を適切に維持管理し、機能

の充実を図る。 

 宿 舎 ＜指導方針・管理方針等＞ 

トムラウシ山登山口に位置するこ

とから、登山の拠点として、また、ト

ムラウシ望岳台園地など周辺の良好

な自然の探勝の拠点として、新得町が

事業執行している。 

施設の規模は現状程度とし、既存施

設の適切な維持管理を図るものとす

る。 

 野営場 ＜指導方針・管理方針等＞ 

トムラウシ温泉に近接した野営場

で、トムラウシ山の登山基地として、

また、周辺散策の拠点として、林野庁

が施設を整備している。 

良好な自然環境を保全するため、区

域は現状の範囲程度とする。 

トムラウシ望

岳台 

園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

トムラウシ温泉からトムラウシ山

登山口へ向かう林道沿線に位置し、ト

ムラウシ山から五色ケ原及びニペソ

ツ山等が一望できる展望園地として、

林野庁が案内板（許可工作物）を整備

している。 

展望の阻害を避けるため、施設の規

模は現状程度とする。 

白雲望岳台 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

新得町からトムラウシ温泉に向か

うトムラウシ温泉線の峠付近に位置

し、十勝岳連峰が一望できる展望園地

として、林野庁が展望台及び案内板

（許可工作物）を整備している。 

周辺樹木の生長により展望が失わ

れていることから、自然景観を損なわ

ない範囲で、必要最低限の整備を図

る。 

上ホロカメッ

トク山 

避難小屋 ＜指導方針・管理方針等＞ 

十勝岳連峰の縦走登山者の避難施

設として、北海道が整備している。 

周辺の野営指定地及び歩道の整備

と併せて適切な管理を行うものとす

る。 

トイレの位置、構造、処理方法、維

持管理の体制等について、検討を行

う。 

十勝三股 園 地 ＜指導方針・管理方針等＞ 

東大雪の山々を展望し、十勝三股地

区の植生復元を主体とする環境教育

を行うための園地として、環境省が園

路を整備している。 

山岳景観の眺望を確保することと

し、新たな場所での建物等の新規整備

は行わず、植生復元や環境教育・歴史

教育等を行うための、必要最低限の整

備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

トムラウシ温

泉 

園 地 トムラウシ温泉宿舎に隣接して宿泊利

用者の散策及びトムラウシ山登山者の休

憩の場として、北海道及び新得町が園路、

駐車場、公衆トイレ等を整備している。 

現状施設を適切に維持管理し、機能の充

実を図る。 

 宿 舎 トムラウシ山登山口に位置することか

ら、登山の拠点として、また、霧吹の滝、

トムラウシ望岳台園地など周辺の良好な

自然の探勝の拠点として、新得町が事業執

行している。 

既存施設の適切な維持管理を図るもの

とする。 

 野営場 トムラウシ温泉に近接した野営場で、ト

ムラウシ山の登山基地として、また、霧吹

の滝をはじめとする周辺散策の拠点とし

て、林野庁が施設を整備している。 

良好な自然環境を保全するため、区域は

現状の範囲程度とする。 

トムラウシ望

岳台 

園 地 トムラウシ温泉からトムラウシ山登山

口へ向かう林道沿線に位置し、トムラウシ

山から五色ケ原及びニペソツ山等が一望

できる展望園地として、林野庁が四阿及び

案内板を整備している。 

展望の阻害を避けるため、施設の規模は

現状程度とする。 

白雲望岳台 園 地 新得町からトムラウシ温泉に向うトム

ラウシ温泉線の峠付近に位置し、十勝岳連

峰が一望できる展望園地として、林野庁が

展望台及び案内板を整備している。 

良好な自然林の環境を保全するため、施

設の規模は現状程度とする。 

上ホロカメッ

トク山 

避難小屋 十勝連峰の縦走登山者の避難施設とし

て、北海道が整備している。 

周辺の野営指定地及び歩道の整備と併

せて適切な管理を行うものとする。 

トイレの位置、構造、処理方法、維持管

理の体制等について、検討を行う。 

（新設） （新設） （新設） 
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４）道路 

ア 車道 

名 称 取 扱 方 針 

層雲峡ルベシベ線 

（一般国道 39号） 

＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、旭川及び網走方面から層雲峡

集団施設地区に至る主要利用道路として、

北海道開発局が整備している。沿線は、石

狩川両岸にそびえ立つ柱状節理が見られ

る等、景観に優れており利用者が多い。 

また、災害のおそれの大きな路線である

ため、今後とも安全施設（ロックシェッド

等）の設置並びに法面の整形及び安定化の

ための工事が予想される。これらについて

は、当該路線が公園利用上、車窓からの峡

谷岩壁景観観賞に非常に重要な意義を有

しているため、これとの整合に留意しつつ

整備するものとする。特に陸万公園入口か

ら大函までの区間の改良工事については、

景観確保、工作物のデザイン及び色彩につ

いて、最大限留意するものとする。 

愛山渓線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、一般国道 39 号の安足間から

愛山渓温泉への到達道路として、北海道が

整備している。沿線は、森林景観に優れて

おりマイカー利用者も多い。冬期間は閉鎖

されている。 

未改良区間の改良に当たっては、極力現

道を利用した法線とし、大幅な地形の改変

は行わないものとする。 

銀泉台線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、一般国道 273号の湖畔橋から

銀泉台への到達道路として、北海道が整備

している。沿線は、大雪山北方稜線の山並

景観に優れている。冬期間は閉鎖されてお

り、秋季の利用集中期にはマイカー規制を

行っている。 

当該道路は、一部が舗装されているが未

改良区間が多い。今後の改良に当たって

は、現道の幅のままでアスファルト舗装を

実施するものとし、特にこの路線が排水不

良による洗掘で路面が荒廃しやすいこと

から、必要最小限の排水施設及び安全施設

（ガードロープ）を設置することとする。

また、冬期間は国有林野事業以外の一般供

用は行わないものとする。 

高原温泉線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、一般国道 273号線高原大橋か

ら高原温泉への到達道路として上川町が

整備している。沿線は、森林景観に優れて

いる。冬期間は閉鎖されており、秋季の利

用集中期にはマイカー規制を行っている。 

石狩川本流等河川脇に道路が設置され

ているため、災害の危険性がある一方、自

然度の高い路線であることから、必要最小

限の防災対策を講じるものとする。 

また、冬期間は国有林野事業以外の一般

供用は行わないものとする。 

エ 道路 

（１）車 道 

事業の種類 地区 取 扱 方 針 

道路 

（車道） 

層雲峡ルベシ

ベ線（国道 39

号線） 

旭川及び網走方面から層雲峡集団施設

地区に至る主要利用道路として、北海道開

発局が整備している。沿線は、石狩川両岸

にそびえ立つ柱状節理が見られる等、景観

に優れており利用者が多い。 

当該路線は、基本的な改良工事はほぼ完

了しているが、新武華トンネル改良により

廃道となる路線及びその法面の現状回復

が 適切に行われるよう調整を図るものと

する。 

また、災害のおそれの大きな路線である

ため、今後とも安全施設（ロックシェッド

等）の設置並びに法面の整形及び安定化の

ための工事が予想される。これらについて

は、当該路線が公園利用上、車窓からの峡

谷岩壁景観観賞に非常に重要な意義を有

しているため、これとの整合に留意しつつ

整備するものとする。特に陸万公園入口か

ら大函までの区間の改良工事については、

景観確保、工作物のデザイン及び色彩につ

いて、最大限留意するものとする。 

 愛山渓線 国道 39号線の安足間から愛山渓温泉へ

の到達道路として、北海道が整備してい

る。沿線は、森林景観に優れておりマイカ

ー利用者も多い。冬期間は閉鎖されてい

る。 

未改良区間の改良に当たっては、極力現

道を利用した法線とし、大幅な地形の改変

は行わないものとする。 

 銀泉台線 国道 273 号線の湖畔橋から銀泉台への

到達道路として、北海道が整備している。

沿線は、大雪山北方稜線の山並景観に優れ

ている。冬期間は閉鎖されており、秋季の

利用集中期にはマイカー規制を行ってい

る。 

当該道路は、一部が舗装されているが未

改良区間が多い。今後の改良に当たって

は、現道の幅のままでアスファルト舗装を

実施するものとし、特にこの路線が排水不

良による洗掘で路面が荒廃しやすいこと

から、必要最小限の排水施設及び安全施設

（ガードロープ）を設置することとする。   

また、冬期間は国有林野事業以外の一般供

用は行わないものとする。 

 高原温泉線 国道 273 号線高原大橋から高原温泉へ

の到達道路として上川町が整備している。

沿線は、森林景観に優れている。冬期間は

閉鎖されており、秋季の利用集中期にはマ

イカー規制を行っている。 

石狩川本流等河川脇に道路が設置され

ているため、災害の危険性がある一方、自

然度の高い路線であることから、必要最小

限の防災対策を講じるものとする。なお、

アスファルト等の舗装は行わず、原則とし

て砂利舗装程度の舗装にとどめる。また、

冬期間は国有林野事業以外の一般供用は

行わないものとする。 
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勇駒別線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、旭川方面から勇駒別集団施設

地区を結ぶ重要な道路として、北海道が整

備している。 

道路の改良は、ほぼ完了しているが、今

後は快適な道路空間づくりをするよう働

きかける。なお、道路沿線の美化清掃が適

切に行われるよう調整を図る。また、道路

改良に伴い生じている旧道敷地の森林へ

の移行について適切な措置を講ずる。 

冬期交通の安全性を確保するため、線形

の修正を図る。 

天人峡線  

（国立公園界～天人峡温

泉入口の区間（道道天

人峡美瑛線）） 

＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、美瑛町から天人峡温泉への到

達道路として、北海道が整備している。両

側が柱状節理の岸壁からなる渓谷で、車窓

景観にも優れていることから利用者が多

い。反面、多雪地帯であることから雪崩や

落石事故発生の危険性があるが、路線のト

ンネル化及びロックシェッドやスノ－シ

ェッド等付帯施設の整備は、ほぼ完了して

おり、今後は適切な維持管理を図るものと

する。 

また、道路に並行する忠別川は、河川氾

濫を起こし、度々、道路が被災しているこ

とから、必要な対策を図るものとする。 

（天人峡入口～天人閣の

区間（町道天人峡道

路）） 

＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、道道天人峡美瑛線終点から羽

衣の滝線歩道入口までを東川町が整備し

ている。 

改良工事に当たっては、極力現道を利用

し、自然環境への影響に留意するものとす

る。 

美瑛望岳台線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、十勝岳の利用拠点である白金

温泉と望岳台を結ぶ重要な利用道路であ

る。白金温泉から望岳台分岐までの区間を

北海道が、望岳台分岐から望岳台までを美

瑛町が整備している。 

現状施設の適切な維持管理を図るもの

とする。 

美瑛町道の再整備に当たっては、望岳台

周辺整備と併せて道路法線を検討するも

のとする。 

十勝岳山麓線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、望岳台と十勝岳温泉を結ぶ重

要な利用車道であり、北海道が整備してい

る。現在、吹上温泉から望岳台までの区間

は、冬期間に閉鎖されている。 

現状施設の適切な維持管理を図るもの

とし、今後の整備に当たっては、周囲の泥

流跡地景観への影響を極力排除するよう

留意するものとする。 

十勝岳温泉線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、富良野方面と十勝岳温泉を結

ぶ重要な利用車道であり、北海道が整備し

ている。路線の途中から吹上温泉、望岳台、

白金温泉への分岐点となっていることか

ら、利用者が多い。沿線は森林景観に優れ

ている。 

当該道路は、急勾配及び急カ－ブの連続

であることから、その一部について線形改

良等を行っている。今後改良を要する区間

は、極力現道を利用し、土工事の少ない工

法とし、自然環境に留意するものとする。 

 勇駒別線 旭川方面から勇駒別集団施設地区を結

ぶ重要な道路として、北海道が整備してい

る。 

道路の改良は、ほぼ完了しているが、今

後は快適な道路空間づくりをするよう働

きかける。なお、道路沿線の美化清掃が適

切に行われるよう調整を図る。また、道路

改良に伴い生じている旧道敷地の森林へ

の移行について適切な措置を講ずる。 

冬期交通の安全性を確保するため、線形

の修正を図る。 

 天人峡線  

 （国立公園界

～天人峡温泉

入 口 の 区 間

（道道天人峡

美瑛 

線）） 

本路線は、美瑛町から天人峡温泉への到

達道路として、北海道が整備している。両

側が柱状節理の岸壁からなる渓谷で、車窓

景観にも優れていることから利用者が多

い。反面、多雪地帯であることから雪崩や

落石事故発生の危険性があるが、路線のト

ンネル化及びロックシェッドやスノ－シ

ェッド等付帯施設の整備は、ほぼ完了して

おり、今後は適切な維持管理を図るものと

する。 

 （天人峡入口

～天人閣の区

間（町道天人

峡道 

路）） 

本路線は、道道天人峡美瑛線終点から羽

衣の滝線歩道入口までを東川町が整備し

ている。 

改良工事に当たっては、極力現道を利用

し、自然環境への影響に留意するものとす

る。 

 美瑛望岳台線 本線は、十勝岳の利用拠点である白金温

泉と望岳台を結ぶ重要な利用道路である。

白金温泉から望岳台分岐までの区間を北

海道が、望岳台分岐から望岳台までを美瑛

町が整備している。 

現状施設の適切な維持管理を図るもの

とする。 

美瑛町道の再整備に当たっては、望岳台

周辺整備と併せて道路法線を検討するも

のとする。 

 十勝岳山麓線 本線は、望岳台と十勝岳温泉を結ぶ重要

な利用車道であり、北海道が整備してい

る。現在、吹上温泉から望岳台までの区間

は、冬期間に閉鎖されている。 

現状施設の適切な維持管理を図るもの

とし、今後の整備に当たっては、周囲の泥

流跡地景観への影響を極力排除するよう

留意するものとする。 

 十勝岳温泉線 本路線は、富良野方面と十勝岳温泉を結

ぶ重要な利用車道であり、北海道が整備し

ている。路線の途中から吹上温泉、望岳台、

白金温泉への分岐点となっていることか

ら、利用者が多い。沿線は森林景観に優れ

ている。 

当該道路は、急勾配及び急カ－ブの連続

であることから、その一部について線形改

良等を行っている。今後改良を要する区間 

は、極力現道を利用し、土工事の少ない工

法とし、自然環境に留意するものとする。 
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士幌高原線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、士幌高原及び白雲山登山口へ

と到達する利用車道であり、白雲山登山口

より北側の区間は、士幌高原単独施設と然

別湖畔を結ぶ利用車道として計画・整備さ

れていたが、平成 11 年３月に未開削区間

の工事の取りやめが表明され、現在では白

雲山登山道の一部として利用されている。 

現状施設の適切な維持管理を図るもの

とし、不要な舗装については撤去を検討す

る。 

大雪ダム糠平上士幌線 

 

 

（一般国道 273号の区

間） 

＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、本公園の最大の拠点である層

雲峡集団施設地区と東大雪地区の最大の

拠点である糠平集団施設地区を結ぶ重要

な車道として、北海道開発局が整備してい

る。 

当該道路は、糠平地区を除き基本的な改

良工事をほぼ完了しているが、改良により

廃道となった路線及びその法面の現状回

復が適切に行われるよう調整を図るもの

とする。なお、今後の法面改良については、

早期緑化と森林造成についても配慮する

ものとする。 

また、エゾシカとの衝突事故等が多発す

る区間であり、事故防止に留意するものと

する。 

（町道糠平線の区間） ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、糠平集団施設地区から鉄道資

料館、糠平ダム園地への連絡路線として、

糠平湖畔沿いの一般国道 273号の旧道を上

士幌町が整備している。 

道路の規模については現状程度とする。

道路整備に当たっては、利用者の交通安全

確保上必要最小限とし、自然環境への影響

を極力排除するよう留意するものとする。 

（町道幌加線の区間） ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、一般国道 273号から幌加温泉

への連絡路線として、上士幌町が整備して

いる。 

道路の規模については現状程度とする。

道路整備に当たっては、利用者の交通安全

確保上必要最小限とし、自然環境への影響

を極力排除するよう留意するものとする。 

糠平然別線 

 

＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、然別湖畔と東大雪地区最大の

拠点である糠平集団施設地区を結ぶ重要

な利用車道で北海道が整備している。 

当該道路は、基本的な改良を終えている

が、今後、然別湖及び駒止湖沿線等の風致

景観上極めて重要な地区において改良を

行う場合には、自然環境への影響の排除に

最大限留意するものとする。 

然別峡線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、然別湖畔と然別峡を結ぶ利用

車道で、北海道が整備している。 

当該道路は、基本的な改良を終えている

が、整備に当たっては、自然環境への影響

を極力排除するよう留意するものとする。 

 士幌然別線 本線は、士幌高原単独施設と然別湖畔を

結ぶ利用車道であり、北海道がトンネル区

間の整備に向けて事前調査を行っていた

が、平成 11年３月に未開削区間の工事の

取りやめを表明した。 

今後、利用施設計画からの削除について

検討を行うものとする。 

 大雪ダム糠 

平上士幌線 

 

 （国道 273 号

線の区間） 

本路線は、本公園の最大の拠点である層

雲峡集団施設地区と東大雪地区の最大の

拠点である糠平集団施設地区を結ぶ重要

な車 道として、北海道開発局が整備して

いる。 

当該道路は、糠平地区を除き基本的な改

良工事をほぼ完了しているが、改良により

廃道となった路線及びその法面の現状回

復が適切に行われるよう調整を図るもの

とする。なお、今後の法面改良については、

早期緑化と森林造成についても配慮する

ものとする。 

また、エゾシカとの衝突事故等が多発す

る区間であり、事故防止に留意するものと

する。 

（町道糠平線

の区間） 

本路線は、糠平集団施設地区から鉄道資

料館、糠平ダム園地への連絡路線として、

糠平湖畔沿いの国道 273 号線の旧道を上

士幌町が整備している。 

道路の規模については現状程度とする。

道路整備に当たっては、利用者の交通安全

確保上必要最小限とし、自然環境への影響

を極力排除するよう留意するものとする。 

 （町道幌加線

の区間） 

国道 273 号線から幌加温泉への連絡路

線として、上士幌町が整備している。 

道路の規模については現状程度とする。

道路整備に当たっては、利用者の交通安全

確保上必要最小限とし、自然環境への影響

を極力排除するよう留意するものとする。 

 糠平然別線 本線は、然別湖畔と東大雪地区最大の拠

点である糠平集団施設地区を結ぶ重要な

利用車道で北海道が整備している。 

当該道路は、部分的に改良を終えている

が、今後改良を要する区間には、然別湖及

び駒止湖沿線等の風致景観上極めて重要

な地区が含まれており、自然環境への影響

の排除に最大限留意するものとする。 

 然別峡線 本線は、然別湖畔と然別峡を結ぶ利用車

道で、北海道が整備している。 

当該道路には、未だ改良を要する区間が

ある。 

整備に当たっては、自然環境への影響を

極力排除するよう留意するものとする。 
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トムラウシ温泉線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、新得町方面からトムラウシ温

泉地区へ到達する利用車道で、北海道及び

新得町が整備している。 

北海道が整備した公園入口から二股地

区までについては、維持管理に当たり、自

然環境への影響を極力排除するよう留意

するものとする。 

新得町整備区間及び北海道整備区間の

一部については、未舗装で今後改良を要す

る。 

改良を要する区間の整備に当たっては、

自然環境への影響を極力排除するよう留

意するものとする。 

 

イ 自転車道 

名 称 取 扱 方 針 

層雲峡峡谷線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、小函、大函を結ぶ路線として、

旧国道から町道に移管され、自転車、歩行

者専用道路として上川町が整備している。

近年落石が多く、ほぼ全区間閉鎖されてい

る。 

落石等による災害防止のため、閉鎖措置

と併せて必要最小限の安全策を講じるが、

峡谷の核心部であるため、その設置は特に

慎重に行うものとする。 

糠平湖畔線 ＜指導方針・管理方針等＞ 

本路線は、糠平集団施設地区と糠平ダム

園地を結ぶ糠平ダム湖畔探勝自転車道（歩

道と共用）として糠平湖畔沿いの一般国道

273号の旧道を上士幌町が整備している。 

道路の規模は現状程度とする。道路整備

に当たっては、利用者の交通安全確保上必

要最小限とし、自然環境への影響を極力排

除するよう留意するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 歩道 

名 称 

【事業執行者】※注１ 
取 扱 方 針 

原始ケ原線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

富良野市三の沢歩道分岐からニングル

の森を経由し五反沼までの湿原探勝路は、

林間コ－ス（天使の泉、広原の滝を経由す

る。）と滝コ－ス（不動の滝、勝竜の滝を経

由する。）の２コ－スがある。湿原探勝路

は、湿原の高山植物が踏圧により荒廃して

いることから、植生保護のため、歩行区域

を設定する等必要な措置を講ずる必要が

ある。 

整備、補修、維持管理（※注２）に当た

っては、沿線の自然環境の保全に留意する

こととし、利用者の事故防止、高山植物保

護及び侵食防止のため必要に応じて保全

対策を行う。 

 トムラウシ温

泉線 

本線は、新得町方面からトムラウシ温泉

地区へ到達する利用車道で、北海道及び新

得町が整備している。 

北海道が整備した公園入口から二股地

区までについては、維持管理に当たり、自

然環境への影響を極力排除するよう留意

するものとする。 

新得町整備区間及び北海道整備区間の

一部については、未舗装で今後改良を要す

る。 

改良を要する区間の整備に当たっては、

自然環境への影響を極力排除するよう留

意するものとする。 

 

（２）自転車道 

事業の種類 地区 取 扱 方 針 

道路 

(自転車道) 

層雲峡峡谷線 小函、大函を結ぶ路線として、旧国道か

ら町道に移管され、自転車、歩行者専用道

路として上川町が整備している。近年落石

が多く、ほぼ全区間閉鎖されている。 

落石等による災害防止のため、閉鎖措置

と併せて必要最小限の安全策を講じるが、

峡谷の核心部であるため、その設置は特に

慎重に行うものとする。 

 糠平湖畔線 本路線は、糠平集団施設地区と糠平ダム

園地を結ぶ糠平ダム湖畔探勝自転車道（歩

道と共用）として糠平湖畔沿いの国道 273

号線の旧道を上士幌町が整備している。 

道路の規模は現状程度とする。道路整備に

当たっては、利用者の交通安全確保上必要

最小限とし、自然環境への影響を極力排除

するよう留意するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）歩道 

事 業 の種

類 

地区 取 扱 方 針 

道路 

（歩道） 

原始ケ原線 富良野市三の沢歩道分岐からニングル

の森を経由し五反沼までの湿原探勝路は、

林間コ－ス（天使の泉、広原の滝を経由す

る。） と滝コ－ス（不動の滝、勝竜の滝を

経由する。）の２コ－スがある。湿原探勝

路は、湿原の高山植物が踏圧により荒廃し

ていることから、植生保護のため、歩行区

域を設定する等必要な措置を講ずる必要

がある。 

整備に当たっては、沿線の自然環境の保

全に留意することとし、利用者の事故防

止、高山植物保護及び侵食防止のため必要

に応じて保全対策を行う。 
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層雲峡ニセイカウシュッ

ぺ山線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

層雲峡集団施設地区からニセイカウシ

ュッペ山頂を経由し清川を結ぶ登山道と

して整備する。当該沿線から大雪山連峰が

一望できる登山道として利用者が多い。 

朝陽山からニセイカウシュッペ山まで

は、過去の歩道跡がなくなり自然状態に復

しているため、当該区間の整備にあたって

は、自然環境の保全の観点から整備方法等

について検討する。 

当該区間以外の整備、補修、維持管理に

当たっては、自然環境の保全に留意するこ

ととし、登山利用者の事故防止、高山植物

保護及び侵食防止のため必要最小限とす

る。荒廃区間の改良に当たっては、沿線の

自然の改変を原則避ける。 

層雲峡勇駒別線 

【環境省・北海道・民間

事業者】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

層雲峡集団施設地区を起点として黒岳

及び北海岳を経由するコースと中岳を経

由するコ－スがあり、旭岳、姿見の池、天

女ケ原及び勇駒別集団施設地区に連絡す

る幹線登山道として、案内板、指導標、誘

導柵等が整備されている。建替え及び改良

が行われているが、老朽化及び荒廃が進ん

でいる。 

一部には、植生保護のため木道等が整備

されているが、踏み荒らしによる植生破壊

が進んでいるため高山植物保護及び侵食

防止のため緊急に対策を講ずる必要があ

る。 

層雲峡銀河流星ノ滝線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

層雲峡集団施設地区から銀河流星ノ滝

への探勝歩道として整備を検討する。 

整備に当たっては沿線の自然改変を極

力避ける。 

紅葉谷線 

【上川町】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

層雲峡集団施設地区から紅葉谷への探

勝歩道として整備する。 

整備、補修、維持管理に当たっては沿線

の自然改変を極力避ける。 

雲井ケ原線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

愛山渓温泉から雲井ケ原への探勝歩道

として整備する。 

自然環境の保全に留意することとし、登

山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵

食防止のため必要に応じて保全対策を行

う。湿原部分には、木道の整備を適切に行

い、湿原植物の保護を図る。 

愛山渓北鎮岳線 

【環境省・北海道】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

愛山渓温泉から永山岳及び比布岳を経

由し、北鎮岳歩道合流点への登山道として

整備されている。 

登山利用者の事故防止、高山植物保護及

び浸食防止のため、補修等を実施する。 

また、安全性の確保のため、必要に応じ

て一部の区間を閉鎖する等の措置を講じ

る。 

層雲峡ニセイカ

ウシュッペ山線 

層雲峡集団施設地区からニセイカウシ

ュッペ山頂を経由し清川を結ぶ登山道と

して整備する。当該沿線から大雪山連峰が

一望できる登山道として利用者が多い。パ

ノラマ台からニセイカウ シュッペ山まで

は、歩道が荒廃したり、通行不能となって

いるため整備方法等について検討する。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため必要最

小限とする。 

荒廃区間の改良に当たっては、沿線の自

然の改変を原則避ける。 

層雲峡勇駒別線 層雲峡集団施設地区を起点として黒岳

及び北海岳を経由する コースと中岳を経

由するコ－スがあり、旭岳、姿見の池、天

女ケ原及び勇駒別集団施設地区に連絡す

る幹線登山道として、北海道が案内板、指

導標、誘導柵等を整備している。建替え及

び改良が行われているが、老朽化及び荒廃

が進んでいる。 

一部には、植生保護のため、木道等を新

設しているが、登山利用者が年々増加して

いることから、整備に当たっては、踏み荒

らしによる植生破壊が進んでいるため高

山植物保護及び侵食防止のため緊急に対

策を講ずる必要がある。 

層雲峡銀河流星

ノ滝線 

層雲峡集団施設地区から銀河流星ノ滝

への探勝歩道として整備を検討する。 

整備に当たっては沿線の自然改変を極力

避ける。 

紅葉谷線 層雲峡集団施設地区から紅葉谷への探

勝歩道として整備する。 

整備に当たっては沿線の自然改変を極

力避ける。 

 

 

 

 

 雲井ケ原線 愛山渓温泉から雲井ケ原への探勝歩道

として整備する。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため必要に

応じて保全対策を行う。湿原部分には、木

道の整備を適切に行い、湿原植物の保護を

図る。 

愛山渓北鎮岳線 愛山渓温泉から永山岳及び比布岳を経

由し、北鎮岳歩道合流点への登山道として

北海道が整備している。 

整備に当たっては、登山利用者の事故防

止、高山植物保護及び浸食防止のため、石

組工等を検討する。 

また、安全性の確保のため、必要に応じ

て一部の区間を閉鎖する等の措置を講じ

る。 
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松仙園線 

【環境省】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

愛山渓温泉歩道分岐点から沼ノ平歩道

合流点への登山道として整備する。 

整備、補修、維持管理に当たっては、沿

線の自然の改変を極力避け、湿原部分は木

道の整備を適切に行い湿原植物の保護を

図る。 

登山者がぬかるみを避けて登山道周辺

の植物を踏みつけないよう登山道からの

排水、簡易木道の設置等の維持管理をきめ

細やかに行う。 

「松仙園地区適正利用推進計画」（平成

29年２月、北海道地方環境事務所）に基づ

き定められた利用ルールを遵守するよう

指導する。 

沼ノ平姿見の池線 

【環境省・北海道】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

沼ノ平歩道分岐点から当麻乗越及び裾

合平を経由し、姿見の池を結ぶ登山道とし

て整備されている。裾合平から姿見の池ま

での歩道沿線は、高山植物も多く起伏が少

ないことから植物探勝に好適なコ－スで

あり、利用者が多い。 

登山利用者の事故防止、高山植物保護及

び浸食防止のため、補修等を実施する。 

当麻岳線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

比布岳歩道分岐点から当麻岳を経由し、

当麻乗越歩道合流点への登山道として既

設歩道がある。 

自然環境の保全に留意することとし、登

山利用者の事故防止及び高山植物保護の

ため、整備、補修等を検討する。 

中岳裾合平線 

【環境省・北海道】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

中岳南歩道分岐点から中岳温泉を経由

し、裾合平歩道分岐点までを結ぶ登山道と

して整備されている。当該歩道の沿線は、

高山植物も多く起伏が少ないことから、植

物探勝に良好なコ－スであり、利用者が多

い。 

登山利用者の事故防止及び高山植物保

護のため、補修等を実施する。 

大雪山縦走線 

【環境省・北海道・未執

行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

北海岳歩道分岐点から高根ケ原、忠別

岳、化雲岳、トムラウシ山、オプタテシケ

山、美瑛岳、十勝岳、富良野岳を経由し、

原始ケ原へ至る縦走幹線登山道として整

備されている。当該登山道は、大雪連峰及

び十勝岳連峰を中心とした稜線にあるこ

とから、利用者が多い。 

沿線の自然の改変を極力避け、侵食防止

のため必要に応じて保全対策を行い、登山

利用者の事故防止及び高山植物保護のた

め、整備、補修等を実施する。 

銀泉台白雲岳線 

【北海道】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

銀泉台からコマクサ平及び赤岳を経由

し、白雲岳への登山道として整備されてい

る。当該歩道沿線は、高山植物が多く植物

探勝を目的とした利用者も多い。 

整備、補修、維持管理に当たっては、沿

線の自然の改変を極力避け、侵食防止のた

め必要に応じて保全対策を行う。 

高原温泉小泉岳線 

【林野庁】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

高原温泉から緑岳を経由し、小泉岳への

登山道として整備されている。 

整備、補修、維持管理に当たっては、沿

線の自然の改変を極力避ける。 

松仙園線 愛山渓温泉歩道分岐点から沼ノ平歩道

合流点への湿原探勝歩道及び登山道とし

て整備する。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を

極力避け、湿原部分は木道の整備を適切に

行い湿原植物の保護を図る。 

沼ノ平姿見の池

線 

沼ノ平歩道分岐点から当麻乗越及び裾

合平を経由し、姿見の池を結ぶ探勝歩道と

して北海道及び環境省で整備している。裾

合平から姿見の池までの歩道沿線は、高山

植物も多く起伏が少ないことから植物探

勝に好適なコ－スであり、利用者が多い。 

整備に当たっては、登山利用者の事故防

止、高山植物保護及び浸食防止のため、石

組工等を検討する。 

当麻岳線 比布岳歩道分岐点から当麻岳を経由し、

当麻乗越歩道合流点への登山道として既

設歩道を整備する。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止及

び高山植物保護のため、階段工を検討す

る。 

中岳裾合平線 中岳南歩道分岐点から中岳温泉を経由

し、裾合平歩道分岐点までを結ぶ登山道と

して北海道が整備している。当該歩道の沿

線 は、高山植物も多く起伏が少ないこと

から、植物探勝に良好なコ－スであり、利

用者が多い。 

整備に当たっては、登山利用者の事故防

止及び高山植物保護のため、木道工等を検

討する。 

 大雪山縦走線 北海岳歩道分岐点から高根ケ原、忠別

岳、化雲岳、トムラウシ山、オプタテシケ

山、美瑛岳、十勝岳、富良野岳を経由し、

原始ケ原へ至る縦走幹線登山道として、北

海道が整備している。当該登山道は、大雪

連峰及び十勝岳連峰を中心とした稜線に

あることから、利用者が多い。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を

極力避け、侵食防止のため必要に応じて保

全対策を行い、登山利用者の事故防止及び

高山植物保護のため、階段工、木道工等を

検討する。 

銀泉台白雲岳線 銀泉台からコマクサ平及び赤岳を経由

し、白雲岳への登山道として既設歩道を整

備する。当該歩道沿線は、高山植物が多く

植物探勝を目的とした利用者も多い。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を

極力避け、侵食防止のため必要に応じて保

全対策を行う。 

高原温泉小泉岳

線 

高原温泉から緑岳を経由し、小泉岳への

登山道として林野庁が整備している。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を

極力避ける。 
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高原温泉高根ケ原線 

【北海道】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

高原温泉から高原沼周回及び高根ケ原

への登山道として整備されている。紅葉の

時期には、自然探勝を目的とした利用者も

多い。沼周辺はヒグマの生息域でもあり、

利用者の安全指導が必要である。 

このため、「大雪高原温泉地区管理運営

計画」（案）に基づき定められている登山道

の利用ルールを遵守するよう指導する。 

沿線の自然の改変を極力避けるため自

然環境の保全に留意することとし、登山利

用者の事故防止、湿原部分湿原植物の保護

を図るため整備、補修、維持管理を適切に

行う。 

 （削除） 

ヤンベタップ五色岳線 

【環境省・北海道・未執

行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

ヤンベタップ川合流点から沼ノ原を経

由し、五色ケ原への登山道として整備され

ている。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、登山利

用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防

止のため十分な保全対策を行う。 

勇駒別周回線 

【東川町】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

勇駒別集団施設地区を起点として周辺

の自然探勝を行うための探勝歩道として

東川町が整備している。夏期は自然観察探

勝、冬期はクロスカントリーコースとして

整備検討するとともに既存探勝歩道につ

いても維持管理が適正に行われるよう関

係機関と調整を図る。 

現道の維持管理と利用者の事故防止及

び利便性の確保のために必要な対策を行

う。 

天人峡勇駒別線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

天人峡温泉から勇駒別集団施設地区へ

探勝するための探勝歩道であるが、現在、

危険箇所があるため一部通行止めを行っ

ている。 

整備に当たっては、沿線の自然環境の保

全に留意し、原則として、立木の伐採は行

わないものとする。また、利用者の事故防

止、高山植物保護及び侵食防止のため必要

に応じて保全対策を行う。 

羽衣敷島の滝線 

【北海道・未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

天人峡温泉から羽衣の滝までは北海道

が整備している。その先の敷島の滝までは

既設の探勝歩道があるが、現在、危険箇所

があるため通行止めを行っている。 

整備に当たっては、利用者層に比較的高

齢者が多いことから、安全な通行確保のた

め、天人峡温泉から羽衣の滝までは、歩道

幅員 2.5メートル以内、羽衣の滝から敷島

の滝までは、1.5メートル以内とする。 

天人峡化雲岳線 

【林野庁】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

天人峡温泉から小化雲岳を経由し、化雲

岳への登山道として、林野庁が整備してい

る。 

整備、補修、維持管理に当たっては、沿

線の自然の改変を極力避け、侵食防止のた

め必要に応じて保全対策を行う。 

高原温泉高根ケ

原線 

高原温泉から高原沼周回及び高根ケ原

への探勝歩道並びに登山道として北海道

が整備している。紅葉の時期には、自然探

勝を目的とした利用者も多い。沼周辺はヒ

グマの生息域でもあり、利用者の安全指導

が必要である。 

三国沢ユニ石狩

岳線 

三国沢からユニ石狩岳への登山道とし

て既設歩道を整備する。整備に当たって

は、沿線の自然の改変を極力避けることと

し、 

登山利用者の事故防止、高山植物保護及び

侵食防止のため必要に応じて保全対策を

行う。 

ヤンベタップ五

色岳線 

ヤンベタップ川合流点から沼ノ原を経

由し、五色ケ原への登山道として、北海道

が整備している。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため十分な

保全対策を行う。 

 勇駒別周回線 勇駒別集団施設地区を起点として周辺

の自然探勝を行うための探勝歩道として

東川町が整備している。夏期は自然観察探

勝、冬期はクロスカントリーコースとして

整備検討するとともに既存探勝歩道につ

いても維持管理が適正に行われるよう関

係機 関と調整を図る。 

現道の維持管理と利用者の事故防止及

び利便性の確保のために必要な対策を行

う。 

天人峡勇駒別線 天人峡温泉から勇駒別集団施設地区へ

探勝するための探勝歩道であるが、現在、

危険箇所があるため一部通行止めを行っ

ている。 

整備に当たっては、沿線の自然環境の保

全に留意し、原則として、立木の伐採は行

わないものとする。また、利用者の事故防

止、高山植物保護及び侵食防止のため必要

に応じて保全対策を行う。 

羽衣敷島の滝線 天人峡温泉から羽衣の滝までは北海道

が整備している。その先の敷島の滝までは

既設の探勝歩道が整備されている。 

整備に当たっては、利用者層に比較的高

齢者が多いことから、安全な通行確保のた

め、天人峡温泉から羽衣の滝までは、歩道

幅員 2.5メートル以内、羽衣の滝から敷島

の滝までは、1.5メートル以内とする。 

天人峡化雲岳線 天人峡温泉から小化雲岳を経由し、化雲

岳への登山道として、林野庁が整備してい

る。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を

極力避け、侵食防止のため必要に応じて保

全対策を行う。 
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美瑛富士線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

白金温泉から涸沢林道を経由し、美瑛富

士への登山道として既設歩道がある。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、登山利

用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防

止のため必要に応じて保全対策を行う。 

白金温泉十勝岳線 

【北海道・未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

望岳台から十勝岳避難小屋を経由し、十

勝岳への登山道として、北海道が整備して

いる。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、高山植

物保護、侵食防止及び登山利用者の事故防

止のため、ロープ張り等の整備について関

係機関と調整を図る。 

望岳台十勝岳温泉線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

望岳台歩道分岐から吹上温泉を経由し、

十勝岳温泉への探勝歩道として既設歩道

がある。 

現道の維持管理と利用者の事故防止及

び利便性の確保のために必要な対策を行

う。 

美瑛岳線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

望岳台歩道分岐から雲ノ平を経由し、美

瑛岳への登山道として既設歩道がある。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、登山利

用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防

止のため、現道の維持管理を適切に行うほ

か、特にポンピ沢の付近は、急斜面の箇所

があり、ロープの設置等をし、歩行者の安

全対策に留意する必要がある。 

三段山線 

【上富良野町】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

吹上温泉歩道分岐から三段山を経由し、

十勝岳温泉への登山道として整備されて

いる。現道の一部は危険な箇所があること

から、整備、補修、維持管理に当たっては、

現道の維持と登山利用者の事故防止及び

利便性の確保のために必要な対策を行う

ものとする。 

富良野岳上ホロカメット

ク山線 

【北海道】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

十勝岳温泉から上ホロカメットク山及

び富良野岳への登山道として整備されて

いる。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、登山利

用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防

止のため、安政火口までは軽登山ルートと

してある程度の幅員を確保し、それ以奥は

登山道として最小限の幅員とする。 

十勝三股ニペソツ山線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

十勝三股及び幌加温泉からニペソツ山

への登山道として、既設歩道がある。 

近年登山者の増加が著しいことから、登

山道浸食が深刻化している。 

整備、補修、維持管理に当たっては、沿

線の自然の改変を極力避けるとともに、登

山道侵食防止のため排水工等を整備する。

また、登山利用者の事故防止、高山植物保

護及び侵食防止のため必要に応じて保全

対策を行う。 

石狩連峰縦走線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

十勝三股から石狩岳、音更岳、ユニ石狩

岳への登山道として、また、これらの山を

経由して沼ノ原、五色岳への縦走路とし

て、既設歩道がある。 

整備、補修、維持管理に当たっては、沿

線の自然の改変を極力避け、侵食防止のた

め必要に応じて保全対策を行う。 

美瑛富士線 白金温泉から涸沢林道を経由し、美瑛富

士への登山道として既設歩道を整備する。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため必要に

応じて保全対策を行う。 

白金温泉十勝岳

線 

望岳台から十勝岳避難小屋跡を経由し、

十勝岳への登山道として、北海道が整備し

ている。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、高山植物保護、侵食防止

及び登山利用者の事故防止のため、ロープ

張 

り等の整備について関係機関と調整を図

る。 

望岳台十勝岳温

泉線 

望岳台歩道分岐から吹上温泉を経由し、

十勝岳温泉への探勝歩道として既設歩道

を整備する。 

現道の維持管理と利用者の事故防止及

び利便性の確保のために必要な対策を行

う。 

 美瑛岳線 望岳台歩道分岐から雲ノ平を経由し、美

瑛岳への登山道として既設歩道を整備す

る。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため、現道の

維持管理を適切に行うほか、特にポンピ沢

の付近は、急斜面の箇所があり、ロープの

設置等をし、歩行者の安全対策に留意する

必要がある。 

三段山線 吹上温泉歩道分岐から三段山を経由し、

十勝岳温泉への登山道として整備する。現

道の一部は危険な箇所があることから、整

備に当たっては、現道の維持管理と登山利

用者の事故防止及び利便性の確保のため

に必要な対策を行うものとする。 

富良野岳上ホロ

カメットク山線 

十勝岳温泉から上ホロカメットク山及

び富良野岳への登山道として、北海道が整

備している。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため、安政火

口までは自然探勝路としてある程度の幅

員を確保し、それ以奥は登山道として最小

限の幅員とする。 

十勝三股ニペソ

ツ山線 

十勝三股及び幌加温泉からニペソツ山

への登山道として、既設の歩道を整備す

る。 

近年登山者の増加が著しいことから、登山

道浸食が深刻化している。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を

極力避けるとともに、登山道侵食防止のた

め排水工等を整備する。また、登山利用者

の事故防止、高山植物保護及び侵食防止の

ため必要に応じて保全対策を行う。 

石狩連峰縦走線 十勝三股から石狩岳、音更岳、ユニ石狩

岳への登山道として、また、これらの山を

経由して沼ノ原、五色岳への縦走路とし

て、既設の歩道（一部踏分け道）を整備す

る。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を

極力避け、侵食防止のため必要に応じて保

全対策を行う。 
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糠平ウペペサンケ山線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

糠平集団施設地区からウペペサンケ山

の登山道として、既設歩道がある。 

整備、補修、維持管理に当たっては、沿

線の自然の改変を極力避けることとし、登

山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵

食防止のため十分な保全対策を行う。 

糠平天宝山線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

糠平集団施設地区から天宝山への登山

道として、既設歩道がある。 

整備、補修、維持管理に当たっては、現

道の維持管理と登山利用者の事故防止及

び利便性の確保のために必要な対策を行

う。 

然別峡ウペペサンケ山線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

然別峡からウペペサンケ山への登山道

として既設歩道がある。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、登山利

用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防

止のため必要に応じて保全対策を行う。 

南ペトウトル山線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

然別湖畔単独施設地区から、南ペトウト

ル山への登山道として、既設歩道がある。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、登山利

用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防

止のため必要に応じて保全対策を行う。 

天望山周回線 

【林野庁・未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

トウマベツ川河口から天望山及び白雲

山を経由して、トウマベツ川河口及び士幌

高原に至る登山道として、林野庁が整備を

している。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、登山利

用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防

止のため必要に応じて保全対策を行う。 

駒止湖東ヌプカウシヌプ

リ線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

駒止湖北側道々分岐点から白樺峠を経

由して東ヌプカウシヌプリへの登山道と

して、既設歩道がある。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を

極力避ける。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、登山利

用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防

止のため必要に応じて保全対策を行う。 

西ヌプカウシヌプリ線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

扇ケ原展望台から西ヌプカウシヌプリ

への登山道として、既設歩道がある。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、登山利

用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防

止のため必要最小限とする。 

糠平ウペペサン

ケ山線 

糠平集団施設地区からウペペサンケ山

の登山道として、既設の歩道を整備する。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を

極力避けることとし、登山利用者の事故防

止、高山植物保護及び侵食防止のため十分

な保全対策を行う。 

糠平天宝山線 糠平集団施設地区から天宝山への登山

道として、既設の歩道を整備する。 

整備に当たっては、現道の維持管理と登

山利用者の事故防止及び利便性の確保の

ために必要な対策を行う。 

 

 然別峡ウペペサ

ンケ山線 

然別峡からウペペサンケ山への登山道

として既設の歩道を整備する。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため必要に

応じて保全対策を行う。 

南ペトウトル山

線 

然別湖畔単独施設地区から、南ペトウト

ル山への登山道として、既設の歩道を整備

する。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため必要に

応じて保全対策を行う。 

天望山周回線 トウマベツ川河口から天望山及び白雲

山を経由して、トウマベツ川河口及び士幌

高原に至る登山道として、林野庁が整備を

している。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため必要に

応じて保全対策を行う。 

駒止湖東ヌプカ

ウシヌプリ線 

駒止湖北側道々分岐点から白樺峠を経

由して東ヌプカウシヌプリへの登山道と

して、既設の歩道を整備する。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を極

力避ける。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため必要に

応じて保全対策を行う。 

西ヌプカウシヌ

プリ線 

扇ケ原展望台から西ヌプカウシヌプリ

への登山道として、既設の歩道を整備す

る。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留意

することとし、登山利用者の事故防止、高

山植物保護及び侵食防止のため必要最小

限とする。 
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トムラウシ山線 

【環境省・未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

トムラウシ温泉からトムラウシ山への

登山道として、既設歩道がある。利用者の

増加にともない事故も増加したため、一部

ルートの付け替えを行っている。なお、登

山口よりコマドリ沢までの区間は泥濘化、

トムラウシ公園、南沼野営指定地付近など

では、複線化が深刻な状況となっている。 

整備、補修、維持管理に当たっては、沿

線の自然の改変を極力避け、排水溝や植生

への踏み込み防止措置を行うとともに、侵

食防止のため必要に応じて保全対策を行

う。 

 

トムラウシ温泉周回線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

トムラウシ温泉から霧吹の滝を経由し

て、トムラウシ温泉に戻る自然探勝歩道と

して、歩道等を整備する。 

整備、補修、維持管理に当たっては、現

道の維持管理と登山利用者の事故防止及

び利便性の確保のために必要な対策を行

う。 

曙橋十勝岳線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

新得町屈足曙橋からトノカリ林道を経

由して十勝岳への登山道として、既設歩道

がある。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、登山利

用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防

止のため必要に応じて保全対策を行う。 

曙橋沼ノ原線 

【未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

新得町曙橋からヌプントムラウシ林道

を経由して、沼ノ原への登山道として、既

設の歩道部分を整備する。 

整備、補修、維持管理に当たっては、沿

線の自然の改変を極力避け、侵食防止のた

め必要に応じて保全対策を行う。 

北海道自然歩道線 

【北海道・未執行】 

＜指導方針・管理方針等＞ 

北海道自然歩道のうち、清水谷から糠平

温泉、糠平湖を経て、十勝三股に至る探勝

歩道であり、一部区間が整備されている。 

長距離自然歩道としての統一性を保ち

つつ、糠平集団施設地区及び十勝三股集団

施設地区との連携を重視した整備を図る。 

整備、補修、維持管理に当たっては、自

然環境の保全に留意することとし、既存の

歩道を最大限活用し、登山利用者の事故防

止、高山植物保護及び侵食防止のため必要

最小限とする。 

※注１…事業執行者については、案内標識等のみ整備する場合を除き、歩道の

一定区間を管理している事業執行者のみを掲載している。 

※注２…本項における「整備」は、自然公園法第 10条第２項に基づく協議を行

い新たに歩道を整備する場合、同条第６項に基づく協議を行い施設の規

模及び構造を変更する場合等を意味する。また、「補修」は、施設の規模

及び構造を変更しない範囲で歩道を修繕すること、「維持管理」は、巡視

等による施設の点検を実施すること、ロープ張り、目印の設置や撤去な

ど日常の管理をすることを意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トムラウシ山線 トムラウシ温泉からトムラウシ山への

登山道として、既設の歩道を整備する。利

用者が増加している反面で事故も増加し

てお り、一部ルートの付け替えを行って

いる。なお、登山口よりコマドリ沢までの

区間は泥濘化、トムラウシ公園、南沼野営

指定地付近などでは、複線化が深刻な状況

となっている。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を

極力避け、排水溝や植生への踏み込み防止

措置を行うとともに、侵食防止のため必要

に応じて保全対策を行う。 

トムラウシ温泉

周回線 

トムラウシ温泉から霧吹の滝を経由し

て、トムラウシ温泉に戻る自然探勝歩道と

して、歩道等を整備する。 

整備に当たっては、現道の維持管理と登

山利用者の事故防止及び利便性の確保の

ために必要な対策を行う。 

 曙橋十勝岳線 新得町屈足曙橋からトノカリ林道を経

由して十勝岳への登山道として、既設の歩

道を整備する。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため必要に

応じて保全対策を行う。 

曙橋沼ノ原 

線 

新得町曙橋からヌプントムラウシ林道

を経由して、沼ノ原への登山道として、既

設の歩道部分を整備する。 

整備に当たっては、沿線の自然の改変を

極力避け、侵食防止のため必要に応じて保

全対策を行う。 

北海道自然歩道

線 

北海道自然歩道のうち、清水谷から糠平

温泉、糠平湖を経て、十勝三股に至る探勝

歩道であり、北海道が一部区間を整備して

いる。 

長距離自然歩道としての統一性を保ち

つつ、糠平集団施設地区及び十勝三股集団

施設地区との連携を重視した整備を図る。 

整備に当たっては、自然環境の保全に留

意することとし、既存の歩道を最大限活用

し、登山利用者の事故防止、高山植物保護

及び侵食防止のため必要最小限とする。 
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５）運輸施設 

事業の種類 位 置 取 扱 方 針 

索道運送施設 層雲峡 

（ロープウ

ェイ） 

＜指導方針・管理方針等＞ 

層雲峡集団施設地区から黒岳、御鉢

平、大雪山連峰縦走への登山利用及び黒

岳５合目周辺からの山岳景観観賞利用

のため、ロープウェイ及び駅舎を民間業

者が整備している。５合目には園地を併

設している。 

保守管理用道路の下刈り及び他法令

により義務付けられるもの以外のロー

プウェイ索道線下の伐採は原則として

実施しない。 

また、鉄塔の色彩は焦げ茶色とする。 

 

黒岳 

（リフト） 

＜指導方針・管理方針等＞ 

上記ロープウェイ５合目駅舎から 300

メートル程の場所から黒岳７合目まで

延びている。登山利用及び７合目周辺か

らの山岳景観観賞のため、ロープウェイ

と同じ民間業者が整備している。 

リフトは夏冬併用とし、冬期間は周囲

の林内又は無立木地においてスキー利

用がなされている。コース整備のための

土地造成や伐採は実施しない。 

また、スキー利用はリフト降り場地点

で積雪１メートル以上の時点で開始す

るものとする。 

コースとして利用されている箇所の

圧雪車の使用を認めるものとするが、圧

雪車の使用により、周囲の樹木を損傷し

ないよう留意するものとする。 

旭岳 

（ロープウ

ェイ） 

＜指導方針・管理方針等＞ 

旭岳の西側の山腹に位置し、勇駒別集

団施設地区から旭平までの区間を民間

業者が整備している。大雪山連峰への主

要登山施設であり、姿見の池周辺の自然

探勝利用者も多い。 

保守管理用道路の下刈り及び他法令

により義務付けられるもの以外のロー

プウェイ索道線下の伐採は原則として

実施しない。 

鉄塔の色彩は焦げ茶色とする。また、

支柱及び搬器には広告物等の設置を認

めないものとする。 

建築物は、山麓駅舎及び姿見駅舎以外

には認めないものとする。 

従来からスキー利用がなされてきた

経緯があり、現在利用されている４コー

スに限ってスキー利用をさせるものと

し、Ｂコース及びＣコースについては、

高山植物及び湿原植物の保護のため、Ｂ

コースにあっては、通称Ｓカ－ブ地点で

1.0メートル以上、かつ旧天女ケ原駅脇

で 1.4メートル以上の積雪量、Ｃコース

にあっては、天女ケ原湿原で 1.0メート

ル以上の積雪量をもって利用させるも

のとする。なお、コース整備については、

圧雪車の使用を認めるものとするが、圧

雪車の使用により、コース外の樹木を損

傷することのないよう十分に留意する。 

自動車運送施

設 

然別湖畔 ＜指導方針・管理方針等＞ 

十勝地方の拠点都市である帯広市か

ら、当該地区への公共交通機関として、

バス会社が路線を設置している。 

施設の規模は現状程度にとどめ、適切

な維持管理を図るものとする。 

オ 運輸施設 

事業の種

類 

地域 取 扱 方 針 

索 道 運送

施設 

層雲峡 

（ロープウェ

イ） 

層雲峡集団施設地区から黒岳、御鉢平、大

雪山連峰縦走への登山利用及び黒岳５合目

周辺からの山岳景観観賞利用のため、ロー

プウェイ及び駅舎を民間業者が整備してい

る。５合目には園地を併設している。 

保守管理用道路の下刈り及び他法令によ

り義務付けられるも の以外のロープウェ

イ索道線下の伐採は原則として実施しな

い。 

また、鉄塔の色彩は焦げ茶色とする。 

 黒岳 

（リフト） 

上記ロープウェイ５合目駅舎から 300 メ

ートル程の場所から黒岳７合目まで延びて

いる。登山利用及び７合目周辺からの山岳

景観観賞のため、ロープウェイと同じ民間

業者が整備している。 

リフトは夏冬併用とし、冬期間は周囲の

林内又は無立木地においてスキー利用がな

されている。コース整備のための土地造成

や伐採は実施しない。 

また、スキー利用はリフト降り場地点で

積雪１メートル以上の時点で開始するもの

とする。 

コースとして利用されている箇所の圧雪

車の使用を認めるものとするが、圧雪車の

使用により、周囲の樹木を損傷しないよう

留意するものとする。 

旭岳 

（ロープウェ

イ） 

旭岳の西側の山腹に位置し、勇駒別集団

施設地区から旭平までの区間を民間業者が

整備している。大雪山連峰への主要登山施

設であり、姿見の池周辺の自然探勝利用者

も多い。 

保守管理用道路の下刈り及び他法令によ

り義務付けられるも の以外のロープウェ

イ索道線下の伐採は原則として実施しな

い。 

鉄塔の色彩は焦げ茶色とする。また、支柱

及び搬器には広告物等の設置を認めないも

のとする。 

建築物は、山麓駅舎及び姿見駅舎以外に

は認めないものとする。 

従来からスキー利用がなされてきた経緯

があり、現在利用されている４コースに限

ってスキー利用をさせるものとし、Ｂコー

ス及びＣコースについては、高山植物及び

湿原植物の保護のため、Ｂコースにあって

は、通称Ｓカ－ブ地点で 1.0メートル以上、

かつ旧天女ケ原駅脇で 1.4 メートル以上の

積雪量、Ｃコースにあっては、天女ケ原湿

原で 1.0 メートル以上の積雪量をもって利

用させるものとする。なお、コース整備に

ついては、圧雪車の使用を認めるものとす

るが、圧雪車の使用により、コース外の樹

木を損傷することのないよう十分に留意す

る。 

自 動 車運

送施設 

然別湖畔 十勝地方の拠点都市である帯広市から、

当該地区への公共交通機関として、バス会

社が路線を設置している。 

施設の規模は現状程度にとどめ、適切な

維持管理を図るものとする。 
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船舶運輸施設 然別湖周遊

線 

＜指導方針・管理方針等＞ 

然別湖畔温泉を基地として、然別湖上

から周辺の自然探勝をすることを目的

に然別湖を周回する航路で民間の船舶

２隻が運行している。 

船舶運送に必要な施設である桟橋、休

憩所、乗船券売場の規模は、湖畔の眺望

を阻害しないため現状程度とする。 

また、遊覧船等の更新に際しては、然

別湖のイメージを損なわないよう、原則

単純なデザイン及び落ち着いた色彩の

ものを導入するものとする。 

遊覧船からの排水については、然別湖

の水質を保全するため、適切に処理する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船 舶運 輸

施設 

然別湖周遊

線 

然別湖畔温泉を基地として、然別湖上から

周辺の自然探勝をすることを目的に然別湖

を周回する航路で民間の船舶２隻が運行し

ている。 

船舶運送に必要な施設である桟橋、休憩

所、乗船券売場の規模は、湖畔の眺望を阻害

しないため現状程度とする。 

また、遊覧船等の更新に際しては、然別湖

のイメージを損なわないよう、原則単純なデ

ザイン及び落ち着いた色彩のものを導入す

るものとする。 

遊覧船からの排水については、然別湖の水

質を保全するため、適切に処理するものとす

る。 
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（２）許可、届出等取扱方針 

１）特別地域 

特別地域における各種行為については、自然公園法の行為許可申請に

対する審査基準として、「国立公園の許可、届出等の取扱要領」（令和４

年４月１日付け環自国発第 22040115 号）第６に規定するとおり、自然

公園法施行規則第 11条に規定する許可基準（以下「許可基準」という。）、

同条第 37 項の規定に基づき環境大臣が定めた「大雪山国立公園の特別

地域内における行為の許可基準の特例」（平成 12 年８月 15 日付け環境

庁告示第 48号（糠平地区）及び平成 14年 6月 13日付環境省告示第 41

号（然別湖畔地区））及び「自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び

運用方法について」（令和４年４月１日付け環自国第 22040116号）にお

いて定める許可基準の細部解釈によるほか、下記の取扱方針により事業

者等を指導するとともに関係機関との調整を図るものとする。 

なお、特に風致景観の保護の必要が極めて高い４地区（資料５のとお

り）の行為については、本取扱方針の中で記述する方針に従うものとす

る。 

ただし、本取扱方針で工法を限定しているものについて、本管理運営

計画策定時以降開発された新工法については、この取扱に関わらず、そ

の時点で個別に検討するものとする。 

また、公園事業の執行として行われる行為については、本取扱方針を

適用しない。 

 

 

行為の種類 取扱方針 

１．工作物の新

築、改築又は増築 

 

（１）建築物 ＜審査基準＞ 

①建築物のデザイン 

建築物のデザインについては、以下のとおりとする

が、通常公園利用者の目に全く触れないなど、風致景

観上支障を及ぼさないものについては、この限りでな

い。 

・形態は単純を旨とする。 

・周囲の風致景観との調和を図るため、外部の材料は、

自然材料（木材又は石材）を使用する。 

・10㎡以下程度の建築物を除き傾斜屋根（片流れを除

く。）とする。 

・屋根の勾配は 10分の２以上とする。 

・屋根の色彩は焦げ茶色とする。 

・壁の色彩は、茶色系、ベージュ、クリーム色系、灰

色系、又はこれらの系統の中間色のうちから周囲の環

境色に調和する色彩を選択する。ただし、周囲の環境

色が特異であって前記の色彩では環境に調和しない場

合及び他法令等の規定によりこれらの取扱いによるこ

とができない場合は、この限りでない。 

②附帯施設 

 ・取付道路及び駐車場については、「（２）車道」の

項及び７.（１）「公園事業取扱方針」の「１）共通事

項.６附帯施設.①駐車場」(P■)の項の記述に準ずるも

のとする。 

・車庫、倉庫等小規模な附帯建築物は、原則主たる建

築物と一体とし、やむを得ず別棟にする場合は主たる

建築物の形態、材料及び色彩と同様のものとする。＜

配慮事項・指導方針等＞ 

・層雲峡集団施設地区若しくは糠平地区の行為の許可

基準の特例区域内を除き、公共的建築物、公益事業に

関連する建築物、農林水産業に付随する建築物及び工

事用仮設建築物以外の新築を原則として認めない。 

・特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区

（資料５のとおり）については、建築物の新築を原則

許可しない。やむを得ず設置する場合は、主要公園利

用施設から望見されないような配置とし、緑化修景措

置等を講じる。 

５ 公園事業及び行為許可の取扱に関する事項 

（１）許可、届出等取扱方針 

ア 特別地域及び特別保護地区 

特別地域及び特別保護地区における各種行為については、自然公園法の行

為許可申請に対する審査基準として、「国立公園の許可、届出等の取扱要領」

（平成 17 年 10 月 3 日付け環自国発第 051003001号）第６に規定すると

おり、自然公園法施行規則第 11 条に規定する許可基準（以下「許可基準」

という。）、同条第 33 項の規定に基づき環境大臣が定めた「大雪山国立公園

の特別地域内における行為の許可基準の特例」（平成 12 年８月 15 日付け

環境庁告示第 48 号（糠平地区）及び平成 14 年 6 月 13 日付環境省告示

第 41 号（然別湖畔地区））及び「自然公園法の行為の許可基準の細部解釈

及び運用方法について」（平成 12 年８月７日付け環自国第 448-３号）にお

いて定める許可基準の細部解釈によるほか、下記の取扱方針により事業者等

を指導するとともに関係機関との調整を図るものとする。 

なお、特に風致景観の保護の必要が極めて高い４地区（区域は別掲図１～４

のとおり）の行為については、本取扱方針の中で記述する方針に従うものと

する。 

ただし、本取扱方針で工法を限定しているものについて、本管理計画策定

時以降開発された新工法については、この取扱に関わらず、その時点で個別

に検討するものとする。 

また、公園事業の執行として行われる行為については、本取扱方針を適用

しない。 

 

行為の種類 取 扱 方 針 

１工作物の新築

等 

 

(1)建築物 ①基本方針 

層雲峡集団施設地区若しくは糠平地区の行為の許可基準

の特例区域内を除き、原則として、公共的建築物、公益事

業に関連する建築物、農林水産業に付随する建築物及び工

事用仮設建築物以外の新築を認めない。 

②規模及び後退距離等 

規模は必要最小限とする。公益上必要な建築物として許

可基準上規模の上限が定められていない特別保護地区及び

第１種特別地域内の建築物であっても第２種特別地域に定

められたその他建築物の基準は最低限満たすものとする。 

また、主要公園利用施設、公園計画道路に近接している

場合は、利用施設又は道路から後退させることができない

特別の理由がある場合を除き、原則として後退させること

とし、利用施設又は道路から望見されないように修景植

栽を実施する。 

 ③建築物のデザイン 

建築物のデザインについては、以下のとおりとする

が、通常公園利用者の目に全く触れないなど、風致景観

上支障を及ぼさないものについてはこの限りでない。 

・形態は単純を旨とする。 

・周囲の風致景観との調和を図るため、外部の材料は極力

自然材料（木材及び石材）を使用する。 

・10㎡以下程度のごく小規模な建築物を除き傾斜屋根

（片流れを除く。）とする。 

・屋根の勾配は10分の２以上とする。 

・屋根の色彩は焦げ茶色（日本塗料工業会旧色見本番号第

255番程度）とする。 

・壁の色彩は、茶色系、ベージュ、クリーム色系、灰色

系、又はこれらの系統の中間色のうちから周囲の環境

色に調和する色彩を選択する。ただし、周囲の環境色が

特異であって前記の色彩では環境に調和しない場合及

び他法令等の規定によりこれらの取扱いによることが

できない場合は、この限りでない。 
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・規模は必要最小限とする。公益上必要な建築物とし

て施行規則第 11 条第１項第２号にただし書を適用す

る特別保護地区及び第１種特別地域内の建築物であっ

ても第２種特別地域に定められたその他建築物の基準

は最低限満たすものとする。 

・主要公園利用施設、公園計画道路に近接している場

合は、利用施設又は道路から後退させることができな

い特別の理由がある場合を除き、原則として後退させ

ることとし、利用施設又は道路から望見されないよう

に修景植栽を実施する。 

 

 

 

 

（２）車道 ＜審査基準＞ 

①法面等 

・新設する法面の高さは最大でも 13 メートル以下に

抑える。ただし、地形及び地質上やむを得ず大きな

法面が出現することも考えられるため、短い区間で

これを超えることについては別途調整を図る。なお、

周囲が二次植生であり、風致景観上、若しくは動物

の生息等の点で特に問題がなく、容易に森林に復元

可能と考えられる場合においては、この限りではな

い。 

・法面は早期に緑化することとし、周囲の森林の構成

要素による森林化を図る。 

・地形が全体に急峻で法面を構造物で抑える必要があ

る場合は、木製法枠工又は軽量法枠工等、木本類に

よる緑化が可能な工法を使用する。さらに急勾配で

それらの工法を使用できない場合は、フリーフレー

ムを採用する。 

・落石防止網を使用する場合、網の色彩は、光沢のな

い灰色、焦げ茶色等、地肌の色彩を勘案し、目立た

ない色彩のものとする。 

②擁壁等構造物 

・周囲が良好な風致を維持している自然林である場

合、又は景観保全上重要な箇所である場合若しくは

動物の生息地として重要な箇所である場合は、法面

を造成せず、擁壁等の構造物を使用して周囲の自然

環境を保全する。ただし、公園利用施設から望見さ

れないものについてはこの限りではない。 

・法面構造物及び落石防止柵の擁壁部分は、小規模で

石積みが可能である場合は、石積みあるいは布団篭

とし、ブロック積み又はコンクリート構造物を使用

する場合は、表面には自然石を使用するか、自然石

を模した仕上げとする。ただし、擁壁等構造物のう

ち公園利用施設から望見されないものについてはこ

の限りではない。 

・落石防止柵の柵部分は、焦げ茶色に塗装する。 

・トンネルの露出部分は石張りとする。ただし、擁壁

等の構造物を設置する車道が、通常、公園利用者の

目に触れることが極めて少ない場合は、この限りで

ない。 

③附帯施設 

・標識は、安全確保のための注意標識及び分岐点での

誘導標識等必要最小限とし、その形態等の詳細につ

いては、「５広告物等掲出又は表示」(P■)の項のと

おりに取り扱う。 

・安全柵を設置する場合は、自然石を使用した車止め

形式のものが最も良いが、ガードケーブル又はガー

ドレールでも可とする。ガードケーブルを使用する

場合、支柱の色彩は亜鉛メッキ仕上げとし、主要公

園利用施設から望見される場合は焦げ茶色に塗装す

る等周囲の景観を損なわないよう留意する。ガード

レールを使用する場合で、主要公園利用施設から望

見される場合は外側及び支柱を焦げ茶色に塗装す

る。 

④附帯施設 

・取付道路及び駐車場については、「(2)車道」の項及び

「（２）公園事業取扱方針.５附帯施設.①駐車場」

(P38)の項の記述に準じて取り扱う。 

・車庫、倉庫等小規模な附帯建築物は、原則主たる建築

物と一体とし、やむを得ず別棟にする場合は主たる

建築物の形態、材料及び色彩と同様のものとする。 

⑤特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区

（区域は別掲図１～４のとおり）については、建築物の

新築を原則許可しない。やむを得ず設置する場合は、主

要公園利用施設から望見されないような配置とし、緑化

修景措置等を講じる。 

(2)車道 

 

 

 

 

 

 

 

 

①基本方針 

林道、作業道、施設への取付道路及び工事用仮設道路

以外の道路は、原則として新設を認めない(ただし、拡幅

線形等の改良は除く。)。 

特別保護地区及び第１種特別地域内においては、上

記についても原則として新設を認めない。ただし、特別

保護地区及び第１種特別地域を通過しなければ施業地

へ到達できない場合は、別途調整を図る。 

②線形 

地形測量を事前に実施し、工事による造成を最小限に抑

えるため、曲線半径や道路勾配等は、原則現地地形に順

応するよう設計し、法面や構造物（トンネルを除く。）

が極力発生しないような線形とす る。他法令の規定によ

り道路規格の制限が定められていない場合は、道路設置目

的に合わせて必要最小限の規格とする。 

③景観保全 

主要公園利用施設からの景観保全に留意することと

する。 

④法面等 

・新設する法面の高さは最大でも13メートル以下程度に

抑える。ただし、地形及び地質上やむを得ず大きな法

面が出現することも考えられるため、短い区間でこれ

を超えることについては別途調整を図る。なお、周囲

が二次植生であり、風致景観上、若しくは動物の生息

等の点で特に問題がなく、容易に森林に復元可能な範

囲内を考えられる場合は、この限りではない。 

・法面は早期に緑化することとし、可能な限り周囲の森

林の構成要素による森林化を図る。 

・地形が全体に急峻で法面を構造物で抑える必要がある

場合は、木製法枠工及び軽量法枠工等、木本類による

緑化が可能な工法を使用する。さらに急勾配でそれら

の工法を使用できない場合は、フリーフレームを採用

する。 

・落石防止網を使用する場合、網の色彩は、光沢のない

灰色、焦げ茶色等、地肌の色彩を勘案し、目立たない

色彩のものとする。 

⑤擁壁等構造物 

・周囲が良好な風致を維持している自然林である場合又

は景観保全上重要な箇所である場合、若しくは動物の

生息地として重要な箇所である場合は、極力法面を造

成せず、擁壁等の構造物を使用して周囲の自然環境を

保全する。 

・法面構造物及び落石防止柵の擁壁部分は、小規模で石

積みが可能である場合は、石積みあるいは布団篭と

し、ブロック積み又はコンクリート構造物を使用する

場合は、原則として表面には自然石を使用するか、自

然石を模した仕上げとする。 

・落石防止柵の柵部分は、焦げ茶色に塗装する。 

・トンネルの露出部分は石張りとする。ただし、擁壁等
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④残土処理 

・残土は、国立公園外に搬出する。ただし、本国立公

園内において許可等を得て行われる他の工事に流用

する場合にあっては、この限りでない。 

 ＜配慮事項・指導方針等＞ 

・林道・作業道等、施設への取付道路及び工事用仮設

道路以外の道路は、原則として新設を認めない(ただ

し、拡幅や線形改良等は除く。)。特別保護地区及び

第１種特別地域内においては、上記についても原則

として新設を認めない。ただし、特別保護地区及び

第１種特別地域を通過しなければ施業地へ到達でき

ない場合は、この限りではない。 

・地形測量を事前に実施し、工事による造成を最小限

に抑えるため、曲線半径や道路勾配等は、原則現地

地形に順応するよう設計し、法面や構造物（トンネ

ルを除く。）が極力発生しないような線形とする。他

法令の規定により道路規格の制限が定められていな

い場合は、道路設置目的に合わせて必要最小限の規

格とする。 

・主要公園利用施設からの景観保全に留意することと

する。 

・側溝の断面の高さや幅は必要最小限とし、素掘り側

溝が好ましいが、コンクリート側溝の場合は、皿型

等の小動物横断の阻害とならないものを検討する。

トラフ型側溝の場合は、蓋を設置する。 

・特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区

（資料５のとおり）については、林道・作業道等及

び工事用仮設道路以外の道路は原則として新設を許

可しない。工事用仮設道路は工事終了後速やかに撤

去し、地形を原状に復するとともに、周囲の植生と

同種の植物により緑化する。 

 

（３）治山及び砂

防施設 

 

＜配慮事項・指導方針等＞ 

・層雲峡峡谷地区以外の特別保護地区については原則

として新設を認めない。主要公園利用施設からの展

望方向にあり景観を著しく損なうもの、希少野生動

植物の生息生育に重要な箇所、原始性の保たれた地

域等、特別に景観及び自然環境保全が必要な箇所に

あたるものについては原則として新設を認めない。

ただし、防災上ほかに方法がなく、やむを得ず設置

する場合は、景観及び自然環境の保全上、個別の実

状に応じて必要な措置を講じる。 

・主要公園利用施設から望見可能な、比較的近距離の

位置にダム、床固工等を設置する場合には、石材や

木材等により修景する措置を講じる等、極力景観に

配慮した仕上げとする。 

・魚類や両生類の生息に重要な箇所にダム、床固工等

を設置する場合は、極力魚道の設置を行う等必要な

措置を講じる。 

・特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区

（資料５のとおり）については、周囲の景観に配慮

した修景を極力実施し、かつ利用道路から望見され

ないように可能な限り修景植栽を実施する。 

（４）鉄塔・電柱 ＜審査基準＞ 

①色彩 

・鉄塔の色彩は、主要公園利用拠点あるいは主要利用

道路から望見される場合、近景であって森林内に納

まる場合は焦げ茶色、スカイラインから上に出る場

合は淡い灰色とする。 

・鉄塔に付属するアンテナの色彩は、本体の鉄塔に合

わせることとし、局舎については、建築物の項のと

おり取り扱う。 

 

＜配慮事項・指導方針等＞ 

・送電鉄塔については、原則として増設を認めない。

ただし、既存送電鉄塔の建替えに伴いルートを変更

の構造物を設置する車道が、通常、公園利用者の目に

触れることが極めて少ない場合は、この限りでな

い。 

⑥附帯施設 

・側溝の断面は必要最小限とし、素掘り側溝が好ましい

が、コンクリート側溝の場合は、皿型等の小動物横断

の阻害とならないものを検討する。トラフ型側溝の

場合は、蓋を設置する。 

・標識は、安全確保のための注意標識及び分岐点での誘

導標識等必要最小限とし、その形態等の詳細につい

ては、「５広告物等掲出又は表示」(P31)の項に準じ

て取り扱う。 

・安全柵を設置する場合は、自然石を使用した車止め形

式のものが最も良いが、ガードケーブル又はガード

レールでも可とする。ガードケーブルを使用する場

合、支柱の色彩は亜鉛メッキ仕上げとし、主要公園利

用施設から望見される場合は焦げ茶色に塗装する等

周囲の景観を損なわないよう留意する。ガードレー

ルを使用する場合で、主要公園利用施設から望見さ

れる場合は外側及び支柱を焦げ茶色に塗装する。 

⑦残土処理 

原則として公園区域外に搬出処理する。ただし、公園

内に自然公園法上認められた処理場があり、適切に処

理できる場合はこの限りでない。 

⑧特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区

（区域は別掲図１～４のとおり）については、林道、

作業道及び工事用仮設道路以外の道路は原則とし

て新設を許可しない。工事用仮設道路は工事終了後

速やかに撤去し、地形を原状に復するとともに、周

囲の植生と同種の植物により緑化する。 

(3)治山及び

砂防施設 

 

①層雲峡峡谷地区以外の特別保護地区については原則

として認めない。主要公園利用施設からの展望方向

にあり景観を著しく損なうもの、希少野生動植物の

生息生育に重要な箇所、原始性の保たれた地域等、特

別に景観及び自然環境保全が必要な箇所については

原則として認めない。ただし、防災上ほかに方法が

なく、やむを得ず設置する場合は、景観及び自然環

境の保全上、個別の実状に応じて必要な措置を講じ

る。 

②主要公園利用施設から望見可能な、比較的近距離

の位置にダム、床固工等を設置する場合には、石

張り等の措置を講じる等、極力景観に配慮した仕

上げとする。 

③魚類や両生類の生息に重要な箇所にダム、床固工

等を設置する場合は、極力魚道の設置を行う等

必要な措置を講じる。 

④特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区

（区域は別掲図１～４のとおり）については、周囲

の景観に配慮した修景を極力実施し、かつ利用道路

から望見されないように可能な限り修景植栽を実

施する。 

(4)鉄塔・電柱 

 

①基本方針 

・送電鉄塔については、原則として増設を認めない。た

だし、既存送電鉄塔の建替えに伴いルートを変更す

る場合は、この限りでない。 

・その他のアンテナ用、送信用鉄塔については、特別保

護地区及び第１種特別地域内では、公共目的のもの

以外は認めない。その場合、原則公園利用者から望見

されない位置に設置するものとする。 

また、共架可能なものについては、極力共架を指導

する。 
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する場合は、この限りでない。 

・その他のアンテナ用、送信用鉄塔については、特別

保護地区及び第１種特別地域内では、公共目的（国

の機関又は地方公共団体が設置主体になる場合、国

の機関又は地方公共団体の要請、要望に基づき、電

気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）第 120条第

1 項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定す

る認定電気通信事業の用に供する施設を整備する場

合。）のもの以外は認めない。その場合、原則公園利

用者から望見されない位置に設置するものとする。

また、共架可能なものについては、極力共架を指導

する。 

・電柱は、特別保護地区及び第１種特別地域への新設

を認めない。その他の地域では、原則として主要公

園利用施設及び公園事業道路から利用者の目にふれ

ない位置に設置するものとし、やむを得ず設置する

ものについては極力木柱又は周囲の景観に溶け込む

ような色彩を施したコンクリート柱（又は鋼管柱）

とする。 

なお、電柱には広告物の掲出及び設置を認めない。 

・特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区

（資料５のとおり）及び各集団施設地区内の電線及

び電話線については、地形地質上技術的に不可能な

場合を除き、地下埋設とする。既設のものについて

も原則として、更新の際に地下埋設とする。 

（５）その他 ＜配慮事項・指導方針等＞ 

・屋外において自動販売機を設置する場合は、周囲の

景観を損なわないよう留意し、修景植栽を実施する

等必要な措置を講じる。 

・既存の自動販売機は極力近接の公園事業施設に併設

するものとする。 

２．木竹の伐採 ＜配慮事項・指導方針等＞ 

（施業として行う伐採について） 

・施業の実施に当たっては、伐採に伴い生じる土場、

作業道及び架線が主要公園利用施設、主要公園道路

又は主要山岳の山稜からの風致の保護上支障となら

ないよう配慮を求める。また、これら仮設物は作業

後に撤去し、現状に復元させる。 

・作業を行う流域の下流沿いに主要公園利用施設が設

置されている場合又は湖沼に流れ込む流域である場

合、若しくは両生類や水生昆虫等希少動物の生息が

確認されている場合には、伐採の作業に伴う濁水の

処理等に関して、森林管理者と公園管理者に連絡を

取り、影響防止措置について適切に対応する。 

（施業以外の伐採について） 

・他行為の関連行為として行われる伐採の場合、極力

支障木を最小限とするようにし、景観の重要な構成

要素である大径木あるいは風致的に価値のある木を

可能な限り残存させる。 

・シマフクロウ、キンメフクロウ、ミユビゲラ、クマ

ゲラ等、森林に依存している希少野生動物の保護の

ため、前３種にあっては生息が、クマゲラ等にあっ

ては営巣木等が確認されるなど、生息等に関する情

報があった場合には、速やかに森林管理者と公園管

理者に情報を提供し、施業について対応を検討する。 

・特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区

（資料５のとおり）及び各集団施設地区内において

は、現状の風致景観の維持向上を図るため、伐採量

を最小限に止めるとともに、伐採の方法について配

慮するものとする。ただし、工作物（林道・作業道

等を含む）の設置に伴う場合、危険防止上必要な場

合、景観保全上必要な場合、施設管理上必要な場合、

又は展望施設からの眺望の確保を図る場合であっ

て、それぞれ必要最小限のものについては、この限

りでない。 

 

②鉄塔の色彩は、主要公園利用拠点あるいは主要利用

道路から望見した場合、近景であって森林内に納まる

場合は焦げ茶色、スカイラインから上に出てしまう場

合は淡い灰色とする。 

③鉄塔に付属するアンテナの色彩は、本体の鉄塔に合わせ

ることとし、局舎については、建築物の項に準じて

取り扱う。 

④電柱は、特別保護地区及び第１種特別地域への新設

を認めない。その他の地域では、原則として主要公園

利用施設及び公園事業道路から利用者の目にふれな

い位置に設置するものとし、やむを得ず設置するも

のについては極力木柱又は周囲の景観に溶け込むよ

うな色彩を施したコンクリート柱（又は鋼管柱）とす

る。なお、電柱には広告物の掲出及び設置を認めな

い。 

⑤特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区

（区域は別掲図１～４のとおり）及び各集団施設地

区内の電線及び電話線については、地形地質上技術

的に不可能な場合を除き、新設については地下埋設 

とする。既設のものについても原則として、更新の際

に地下埋設とする。 

 

 

 

(5)その他 基本方針 

屋外において自動販売機及び公衆電話ボックスを

設置することは、層雲峡集団施設地区若しくは糠平地

区の行為の許可基準の特例区域内以外では認めない。

既存の自動販売機及び公衆電話ボックスは極力近接

の公園事業施設に併設するよう指導する。 

２木竹の伐採 ①基本方針 

（施業として行う伐採について） 

・施業の実施に当たっては、伐採に伴い生じる土場、作

業道及び架線が主要公園利用施設、主要公園道路又

は主要山岳の山稜からの風致の保護上支障とならな

いよう配慮を求める。また、これら仮設物は作業後に

撤去し、現状に復元させる。 

・作業を行う流域の下流沿いに主要公園利用施設が設

置されている場合又は湖沼に流れ込む流域である場

合、若しくは両生類や水生昆虫等希少動物の生息が

確認されている場合には、伐採の作業に伴う濁水の

処理等に関して、森林管理者と公園管理者が連絡を

取り合って適切に対応する。 

（施業以外の伐採について） 

・他行為の関連行為として行われる伐採の場合、極力支

障木を最小限とするようにし、景観の重要な構成要

素である大径木あるいは風致的に価値のある木を可

能な限り残存させる。 

②シマフクロウ、キンメフクロウ、ミユビゲラ、クマゲ

ラ等、森林に 依存している希少野生動物の保護のた

め、前３種にあっては生息が、クマゲラ等にあっては

営巣木等が確認された場合は、生息等の情報 提供が

あった場合には、速やかに森林管理者に情報を提供

し、施業について関係機関で対応を検討する。 

③特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区

（区域は別掲図１～４のとおり）及び各集団施設地区

内においては、現状の風致景観の維持向上を図るため、

伐採の方法や伐採量を最小限に止めるよう、特段の配慮

を求める。ただし、工作物（林道、作業道を含む）の

設置に伴う場合、危険防止上必要な場合、景観保全上必

要な場合、施設管理上必要な場合、展望施設からの眺望

の確保を図る場合であって、それぞれ必要最小限のもの

については、この限りでない。なお、同地区内の第２種

特別地域については、原則として単木択伐とする。 
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３．土石の採取等  

（１）温泉ボーリ

ング 

＜審査基準＞ 

・温泉ボーリングについては、行為後に設置する予定

の施設の風致景観上の影響を、ボーリングの許可の

審査を行う際に併せて審査し、給湯管等関連施設が

風致景観上支障のないものに限り認めるものとす

る。 

（２）調査ボーリ

ング 

＜配慮事項・指導方針等＞ 

・地熱発電を前提とした調査ボーリングについては、

「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いにつ

いて」（令和３年９月 30日環自国発第 2109301号）

に沿って個別に判断する。 

（３）採石 ＜審査基準＞ 

・河川砂利の採取を行う場合は、次の各要件をすべて

満たすものとする。 

（ア）利用施設及び主要利用道路から望見されない位

置であること。 

（イ）作業を行う箇所の下流部２キロメートル以内の

河川沿いに主要公園利用施設（大函、小函、銀河

流星の滝、天人峡及び然別峡における利用施設）

がないこと。 

（ウ）湖沼（然別湖等自然湖沼並びに利用施設が湖畔

に設置されている大雪ダム及び糠平湖）に流れ込

む河川の流域において、湖沼から２キロメートル

以内の場所でないこと（ただし、地質や実績等か

ら濁水が発生しないことが明らかである場合を除

く。）。 

（エ）希少両生類、希少水生昆虫、希少魚類（ミヤベ

イワナ等）等希少動物の生息が確認されている流

域でないこと。 

・砂防ダム等の湛水区域内において砂利採取を行う場

合については、上記（ア）～（エ）の各要件を満た

す必要はないものとするが、濁水を原則として発生

させないための措置を講じる。 

４．水位水量の増

減 

＜審査基準＞ 

・現在、計画の実施について了承しているもの以外原

則として認めない。 

・既存の水利用のために水位水量を増減させる場合

は、原則として従前のとおり更新するものとするが、

自然環境や景観への悪影響が認められた場合は、調

査を実施した上で計画の変更を検討する。 

５．広告物等の掲

出設置又は表示 

＜審査基準＞ 

・支持物（支柱、台座等）には、自然材料を用いるこ

ととするが、積雪等湿潤環境その他厳しい気象条件下

にあり、施設の耐久性、安全性、性能の維持を図るた

め特に必要な場合は、耐久性の高い人工材料を用いる

ことができるものとする（ただし、自然景観に配慮し

た色彩、形状のものに限る。）。なお、裏側についても

利用者の目に触れやすい位置に設置する場合には、木

材を張るなどの措置をとる。 

・表示面に使用する色彩は原則として茶色（木材及び

石材の場合は素材色も可）、白色又は黒色を使用するこ

と。それ以外の色彩を使用する場合は、２種類以下と

し、使用する色彩は周囲の自然景観になじまないもの

を避け、表示面の地色には使用しないものとする。絵

図面等を用いる場合は例外的にこれ以上の色数の使用

を認める。ただし、色彩について地区毎に別途統一的

に定める場合はこの限りでない。 

＜配慮事項・指導方針等＞ 

３土石の採取

等 

 

(1)温泉ボーリ

ング 

温泉ボーリングについては、行為後に設置する予定の

施設の風致景観上の影響を、ボーリングの許可の審査を

行う際に併せて審査し、給湯管等関連施設が風致景観上

支障のないものに限り認めるものとする。 

 

(2)調査ボ

ーリン

グ 

地熱発電を前提とした調査ボーリングについては、

認めない。 

(3)採石 ①基本方針 

許可基準どおりの取扱いとする。 

②河川砂利の採取を行う場合については、許可基準に

基づき認めるものとするが、その場合は、 

（ア）利用施設及び主要利用道路から望見されない位

置であること。 

（イ）作業を行う箇所の下流部２キロメートル以内の

河川沿いに主公園利用施設（大函、小函、銀河流星

の滝、天人峡及び然別峡）がないこと。 

（ウ）湖沼（然別湖等自然湖沼並びに利用施設が湖畔

に設置されている大雪ダム及び糠平湖）に流れ込む

流域の湖から２キロメートル以内の場所でないこ

と（ただし、地質や実績等から濁水が発生しないこ

とが明らかである場合を除く。）。 

（エ）希少両生類、希少水生昆虫、特異な魚類（ミヤ

ベイワナ等）等希少動物の生息が確認されている流

域でないこと。 

の各要件をすべて満たすこととする。 

③砂防ダム等の湛水区域内において砂利採取を行う場

合については、②の要件を満たす必要はないものとする

が、濁水を原則として発生させないための措置を講じる。 

４水位水量の

増減 

基本方針 

・平成17年度末現在、計画の実施について了承している

もの以外原則として認めない。 

・既存の水利用のために水位水量を増減させる場合は、

原則として従前のとおり更新するものとするが、自

然環境や景観への悪影響が認められた場合は、調査

を実施した上で許可内容の変更を検討する。 

５広告物等の

掲出設置又

は表示 

 

①基本方針 

基本として許可基準どおりの取扱いとする。ただ

し、所有者等の表示のために設置する場合は、数量

を抑制する方向で検討し、誘導看板については極力

集合看板とするよう指導する。 

②形態、デザイン等 

・支柱及び表示板の材料は、原則として自然材料

（木材及び石材） を使用するが、案内看板、解説看

板の表示面についてはこの限りでない。 

・表示面に使用する色彩は原則として茶色（木材

及び石材の場合は素材色で可）、白色及び黒色を使

用することとし、それ以外の色彩を使用する場合

は、２種類以下とする。その場合、使用する色彩は

周囲の自然景観になじまないものを避け、表示面の

地色には使用しないものとする。絵図面等を用いる

場合は例外的にこれ以上の色数の使用を認める。 

ただし、色彩については地区毎に別途統一的に定
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・所有者等の表示のために設置する場合は、数量を抑

制する方向で検討し、誘導看板については極力集合

看板とする。 

・営業及び事業敷地以外のものについては、設置者を

明記し、老朽化、破損等した場合は撤去又は補修す

る等適切に管理する。 

６．土地の形状変

更 

＜審査基準＞ 

・農地造成、宅地造成及び廃棄物処理場の造成は認め

ない。 

７．植物の採取又

は損傷、落葉落枝

の採取、動物の捕

獲又は殺傷及び

動物の卵の採取

又は損傷 

＜審査基準＞ 

・全国的又は地域的に絶滅のおそれのある種について

は、保護増殖に資する場合を除き、採取、損傷、捕

獲及び殺傷を許可しない。 

・採取、損傷、捕獲及び殺傷する数量については、調

査研究の目的の範囲内で必要最小限とし、可能な限

り地区を分散して採取及び捕獲するものとする。 

＜配慮事項・指導方針等＞ 

・公園利用者の多い時期や多い地区での採取、損傷、

捕獲及び殺傷を避ける。 

・採取、損傷、捕獲及び殺傷をする者は必ず許可証を

携行し、許可を受けていることが公園利用者に分か

るよう、腕章等を着用する。 

（削除） （削除） 

 

 

 

 

 

２）普通地域 

普通地域内の要届出行為のうち、下記の行為について取扱方針を定める。 

 

行為の種類 取 扱 方 針 

１．工作物の新築

等 

 

（１）工作物 ＜配慮事項・指導方針等＞ 

廃棄物処理場の建設については、風景に与える影響

が大きいことから原則として行わないものとする。 

（２）建築物 ＜配慮事項・指導方針等＞ 

建築物の高さは原則として20メートル以下とする。

また、廃棄物処理場の建設については、風景に与える

影響が大きいことから原則として行わないものとす

る。 

（３）道路 ＜配慮事項・指導方針等＞ 

分譲別荘地は風景に与える影響が大きいことから、

分譲別荘地開発のための道路の設置を原則として行

わないものとする。 

２．土石の採取及

び土地の形状変

更 

＜配慮事項・指導方針等＞ 

河川砂利の採取以外の露天掘りによる採石につい

ては、面積が１ha 以上のもの、さらに１ha 以下であ

っても、風景に対して影響が大きいものについては原

則として行わないものとする。また、廃棄物処理場の

建設については、風景に与える影響が大きいことから

原則として行わないものとする。 

３．広告物 ＜配慮事項・指導方針等＞ 

いわゆる野立て看板については、原則として設置し

ないものとする。 

広告物の規模や意匠配色については、特別地域内の

許可基準を準用する。 

 

 

める場合はこの限りでない。 

③照明は層雲峡集団施設地区及び糠平集団施設地区

以外においては使用しない。 

④営業及び事業敷地以外のものについては、設置者を明

記し、老朽化、破損等した場合は撤去又は補修する等

適切に管理する。 

６土地の形状変

更 

基本方針 

農地造成、宅地造成及び廃棄物処理場の造成は認め

ない。 

７植物の採取又

は損傷、落葉

落枝の採取、

動物の捕獲又

は殺傷及び動

物の卵の採取

又は損傷 

基本方針 

・全国的又は地域的に絶滅のおそれのある種について

は、保護増殖に資する場合を除き、採取、損傷、捕獲

及び殺傷を許可しない。 

・採取、損傷、捕獲及び殺傷する数量については、調査

研究の目的の範囲内で必要最小限とし、可能な限り

地区を分散して採取及び捕獲するものとする。 

・公園利用者の多い時期や多い地区での採取、損傷、捕

獲及び殺傷を避ける。 

・採取、損傷、捕獲及び殺傷をする者は必ず許可証を携

行し、許可を受けていることが公園利用者に分かる

よう、腕章等を着用する。 

８車馬、動力

船の使用又

は航空機の

着陸 

基本方針 

許可基準に基づき許可されるもの（地方公共団体が行

う行事として指定以前から行われていたものを含む。）

を除き許可しない。 

 

イ 普通地域 

普通地域内の要届出行為のうち、下記の行為について取扱方針を定める。 

 

行為の種類 取 扱 方 針 

１工作物の新築等  

(1)建築物 建築物の高さは20メートル以下とする。 

(2)道路 分譲別荘地は風景に与える影響が大きいことか

ら、分譲別荘地開発のための道路の設置を行わな

いよう指導する。 

２土石の採取及び

土地の形状変更 

河川砂利の採取以外の露天掘りによる採石につ

いては、面積が１ha 以上のもの、さらに１ha以下

であっても、風景に対して影響が大きいものにつ

いては行わないよう指導する。また、産業廃棄物

処理場の建設については、風景に与える影響が大

きいことからこれを行わないよう指導する。 

３広告物 ・いわゆる野立て看板については、設置しない

よう指導する。 

・広告物の規模については、特別地域内の許可

基準を準用する。 
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８．国立公園関係者の連携体制等に関する事項 （略） 

９．その他及び参考事項 （略） 

 

 

【比較のため再掲 ここから】 

（１）許可、届出等取扱方針 

ア 特別地域及び特別保護地区 

特別地域及び特別保護地区における各種行為については、自然公園法

の行為許可申請に対する審査基準として、「国立公園の許可、届出等の

取扱要領」（平成 17 年 10 月 3 日付け環自国発第 051003001 号）第６

に規定するとおり、自然公園法施行規則第 11 条に規定する許可基準

（以下「許可基準」という。）、同条第 33 項の規定に基づき環境大臣が

定めた「大雪山国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例」

（平成 12 年８月 15 日付け環境庁告示第 48 号（糠平地区）及び平成

14 年 6 月 13 日付環境省告示第 41 号（然別湖畔地区））及び「自然公

園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法について」（平成 12 年

８月７日付け環自国第 448-３号）において定める許可基準の細部解釈

によるほか、下記の取扱方針により事業者等を指導するとともに関係機

関との調整を図るものとする。 

なお、特に風致景観の保護の必要が極めて高い４地区（区域は別掲図

１～４のとおり）の行為については、本取扱方針の中で記述する方針に

従うものとする。ただし、本取扱方針で工法を限定しているものについ

て、本管理計画策定時以降開発された新工法については、この取扱に関

わらず、その時点で個別に検討するものとする。 

 

また、公園事業の執行として行われる行為については、本取扱方針を

適用しない。 

（中略） 

【比較のため再掲 おわり】 

 

６ その他国立公園の適正な保護と利用に必要な事項 （略） 

 

  

 


